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は じ め に

現在，日本で急速に進んでいる高齢化は，本市におい

ても例外ではなく， 歳以上のかたは 人

（ 年９月末時点）と，市民の４人に１人が 歳

以上となっています。人口推計をみると，今後さらなる

高齢化が予測され，一人でお住まいの高齢者など手助

けが必要なかたも増えていくことから，ますます地域

のつながりが重要視されるところです。

さて，社会で高齢者を支える仕組みとして 年

に創設された介護保険制度も，今年で 年目となりま

す。高齢化が進む中で，介護が必要なかたが増えること

による給付費の増大と，それに伴う被保険者の負担の増加，さらには介護人材の不足と

いった問題を抱えています。本計画年中には，団塊の世代が 歳以上になる 年

を迎え，また団塊ジュニア世代が 歳以上になる 年を目前にして，今後ますま

す高まる介護ニーズに応えるために，介護保険制度の持続可能性の確保が重要となって

いきます。

本計画では，『すべての高齢者が，その人らしく，住み慣れた地域で安心していきい

きと暮らすまち 柏』を基本理念とし，だれもが住み慣れたこのまちで安心して暮らし

続けるため，また多様化・複合化する高齢者の課題に対応するために，地域において医

療，介護，予防，住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に提供されることを目指

した「地域包括ケアシステム」の深化・推進に加え，「支える側」「支えられる側」とい

う関係を超えて，一人ひとりがいきいきと暮らし，ともに創る全世代型の「地域共生社

会」の実現を目指します。

近年，新型コロナウイルス（ ）感染拡大や，社会情勢の変化等により，大

きく生活が変わり，不安を感じたかたも多かったかと思います。そのような中で，医療・

介護サービス従事者の方々をはじめ，市民の皆様におかれましては，各事業へ御理解・

御協力をいただき，深く感謝申し上げます。また，本計画の策定にあたり，熱心に御審

議いただきました委員の皆様をはじめ，アンケート調査やパブリックコメントに御協力

いただいた市民の皆様に厚くお礼申し上げます。

令和６年３月

柏市長 太田 和美
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第１章 計画の概要

老人福祉法第 条の８に基づく「市町村老人福祉計画」と介護保険法第 条に基づく「市

町村介護保険事業計画｣を一体のものとして策定しています。

第１節 計画の趣旨

第３節 計画の期間

柏市第五次総合計画（ 年度（平成 年度）策定）を上位計画とし，「柏市第五次総合

計画」における高齢者の保健福祉に関する部門計画となるよう策定しています。 また，地域健康

福祉に関する理念と方向性を定めた第４期柏市地域健康福祉計画（ 年度（令和元年度）

策定）における高齢者分野の計画としても位置づけられるものです。本市では，第 期以降の介

護保険事業計画を「地域包括ケア計画」と位置づけ，地域包括ケアシステムの深化・推進に向け

た取り組みを進めています。

第２節 計画の位置づけ

第
１
部

第
１
章

年度（令和６年度）から 年度（令和８年度）までの３年間を計画期間としています。

さらに，団塊ジュニア世代が 歳以上となり，高齢者が急増する一方，生産年齢人口が急減す

る「 年（令和 年）」への対応を念頭におき，中長期的な課題を見据えた計画となります。



第４節 計画の全体像

【重点】
介護サービス等の
基盤整備

（１）介護サービス施設等の整備
（２）介護人材の確保・定着

現
状
分
析

・地域分析
・他自治体との比較
・アンケート調査
・事業の進捗管理

介護保険制度の
適正な運営

（１）介護保険事業の質の向上
（２）介護サービス事業所等への
　　　支援

【重点】
在宅医療・介護連
携の推進

（１）医療と介護の多職種連携強化
（２）在宅医療提供体制の整備
（３）市民啓発の充実
（４）相談支援体制の継続

権利擁護の充実 （１）高齢者虐待への対応
（２）成年後見制度の普及啓発

医療・介護ニー
ズへの対応

・認定者・給付費の増加
・基盤整備，人材確保
・家族の就労の継続
・在宅医療・介護連携の推進
・事業所支援（介護現場の生産
　性の向上）

▶ 医療・介護

「医療・介護」が必要な高
齢者や家族が，望む暮らし
を選択・継続できる環境を
整える。

くらし・
安心

社会環境が目まぐるしく変
化していく中でも，すべて
の高齢者が「安心」して
「暮らせる」環境を整え
る。

【重点】
相談支援体制の
充実

（１）地域包括支援センターの適切
　　　な運営
（２）福祉の総合相談窓口の運営
（３）地域いきいきセンターの運営

【重点】
安心して暮らせる
まちづくりの推進

（１）防災・防犯の強化
（２）暮らしの支援

国
の
動
向

・地域共生社会の実現と2040年への備え
・介護保険制度の持続可能性の確保
・介護予防・地域づくりの推進
・地域包括ケアシステムの深化・推進
・介護現場の革新
・認知症施策の推進

社会環境の変化
への対応

・少子高齢化（高齢者の高齢化）
・8050問題等，複合化する課題
・高齢者を狙った犯罪
・自然災害，新型感染症

▶
柏
市
の
上
位
計
画

・健康寿命の延伸
・地域共生社会の実現
　（重層的支援体制の構築）

「支える側・支えられる
側」という関係を超えて，
地域住民が「つながり」あ
い，見守りあう地域づくり
を進める。

多様な主体の連携
による地域づくり
の推進

（１）住民同士が支えあえる地域
　　　づくり
（２）高年齢者就労・社会参加の
　　　拡充

【重点】
認知症施策の推進

（１）認知症理解の促進
（２）地域での見守り体制
（３）早期発見・早期対応

「健康」で「いきがい」を
もって暮らし続けることが
できるよう，高齢者が主体
的に介護予防に取り組み，
健康寿命を延伸する。

【重点】
フレイル予防・健
康づくりの推進

（１）フレイル予防の推進
（２）高齢者の保健事業と介護予防
　　　の一体的実施
（３）いきがいづくりの推進

つながり・
支えあい

主な取り組み

社
会
背
景

・2025年（団塊世代が75歳以上）への到達
・2040年（団塊ジュニア世代が65歳以上）
   の到来
・生産年齢人口の急減
・新型コロナウイルス感染症

▶

健康寿命の延伸

・市民主体の取り組み
・現役世代からの健康意識の向上
・生活習慣病の予防
・高齢者の社会参加の促進

▶ 健康・
いきがい

支えあいによる
地域づくり

・多様な生活支援ニーズへの対応
・多様な主体の連携
・担い手の確保
・認知症への対応

▶

計画策定の背景・課題
計画策定の方向性

（地域包括ケアシステムの深化・推進）
（  介護保険制度の持続可能性の確保  ）

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１
（基本理念：すべての高齢者が，その人らしく，住み慣れた地域で安心していきいきと暮らすまち　柏）

施策

ポイント ポイント

４つの基本方針

目標

第
１
部

第
１
章



第
１
部

第
１
章

計画策定の背景・課題
計画策定の方向性

（地域包括ケアシステムの深化・推進）
（  介護保険制度の持続可能性の確保  ）

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１
（基本理念：すべての高齢者が，その人らしく，住み慣れた地域で安心していきいきと暮らすまち　柏）

施策

ポイント ポイント

４つの基本方針

目標

つながり・
支えあい

主な取り組み

社
会
背
景

・2025年（団塊世代が75歳以上）への到達
・2040年（団塊ジュニア世代が65歳以上）
   の到来
・生産年齢人口の急減
・新型コロナウイルス感染症

▶

健康寿命の延伸

・市民主体の取り組み
・現役世代からの健康意識の向上
・生活習慣病の予防
・高齢者の社会参加の促進

▶ 健康・
いきがい

支えあいによる
地域づくり

・多様な生活支援ニーズへの対応
・多様な主体の連携
・担い手の確保
・認知症への対応

▶
【重点】
認知症施策の推進

（１）認知症理解の促進
（２）認知症のかたと介護者の見守り
　　　体制の充実
（３）早期発見・早期対応

「健康」で「いきがい」を
もって暮らし続けることが
できるよう，高齢者が主体
的に介護予防に取り組み，
健康寿命を延伸する。

【重点】
フレイル予防・健
康づくりの推進

（１）フレイル予防の推進
（２）高齢者の保健事業と介護予防
　　　の一体的実施
（３）いきがいづくりの推進

【重点】
安心して暮らせる
まちづくりの推進

（１）防災・防犯の強化
（２）暮らしの支援

国
の
動
向

・地域共生社会の実現と2040年への備え
・介護保険制度の持続可能性の確保
・介護予防・地域づくりの推進
・地域包括ケアシステムの深化・推進
・介護現場の革新
・認知症施策の推進

社会環境の変化
への対応

・少子高齢化（高齢者の高齢化）
・8050問題等，複合化する課題
・高齢者を狙った犯罪
・自然災害，新型感染症

▶
柏
市
の
上
位
計
画

・健康寿命の延伸
・地域共生社会の実現
　（重層的支援体制の構築）

「支える側・支えられる
側」という関係を超えて，
地域住民が「つながり」あ
い，見守りあう地域づくり
を進める。

多様な主体の連携
による地域づくり
の推進

（１）住民同士が支えあえる地域
　　　づくり
（２）高年齢者就労・社会参加の
　　　拡充

権利擁護の充実 （１）高齢者虐待への対応
（２）成年後見制度の普及啓発

医療・介護ニー
ズへの対応

・認定者・給付費の増加
・基盤整備，人材確保
・家族の就労の継続
・在宅医療・介護連携の推進
・事業所支援（介護現場の生産
　性の向上）

▶ 医療・介護

「医療・介護」が必要な高
齢者や家族が，望む暮らし
を選択・継続できる環境を
整える。

くらし・
安心

社会環境が目まぐるしく変
化していく中でも，すべて
の高齢者が「安心」して
「暮らせる」環境を整え
る。

【重点】
相談支援体制の
充実

（１）地域包括支援センターの適切
　　　な運営
（２）福祉の総合相談窓口の運営
（３）地域いきいきセンターの運営

【重点】
介護サービス等の
基盤整備

（１）介護サービス施設等の整備
（２）介護人材の確保・定着

現
状
分
析

・地域分析
・他自治体との比較
・アンケート調査
・事業の進捗管理

介護保険制度の
適正な運営

（１）介護保険事業の質の向上
（２）介護サービス事業所等への
　　　支援

【重点】
在宅医療・介護連
携の推進

（１）医療と介護の多職種連携強化
（２）在宅医療提供体制の整備
（３）市民啓発の充実
（４）相談支援体制の継続



第２章 計画策定の背景・課題

年（令和５年）４月 日現在，全国の

総人口は 億 ４ ５万人，高齢者人口は

６ 万人となっています。全人口に占める高

齢者の割合は，介護保険法が施行された

年（平成 年）の ４％から１１ ７

ポイント増加し， ％となっています。

年（令和７年）には団塊の世代が

歳以上に達し， 年（令和 年）には

団塊ジュニア世代が高齢者になります。

歳以上の人口が急増することから，介護や

医療などの需要はさらに高まることが予測

されます。平均寿命は今後も延びていくこと

が見込まれるため，健康寿命を延伸し，その

差を縮めていくことが，社会保障制度の維

持の観点からも求められています。

また，生産年齢人口も急減していくことから，

あらゆる分野において人材不足が深刻な問

題となります。介護分野においても，介護需

要に対する介護人材の供給が不足すること

が懸念されています。

少子高齢化の進行は，人口構成に急激な

変化をもたらし，高齢者を取り巻く課題や

ニーズが複合化・複雑化していくなど，様々

な影響が生じることが想定されます。

さらに，新型コロナウイルス感染症の影響

により，高齢者の生活習慣や介護サービス

の利用状況などに変化が生じ，将来的な介

護サービスの需要予測が極めて難しくなっ

ています。

第１節 社会背景

国は，本格的な「少子高齢化・人口減少時代」

を迎えるにあたり，全世代型社会保障構築会議

の議論により，「全世代型社会保障」の構築を

通じて目指すべき社会の将来方向として，①

「少子化・人口減少」の流れを変える，②これか

らも続く「超高齢社会」に備える，③「地域の支

えあい」を強める，の３点をあげています。

また，介護保険者による介護情報の収集・提

供等に係る事業の創設などを含む，全世代対

応型の持続可能な社会保障制度を構築するた

めの健康保険法等の一部を改正する法律の公

布を行い，持続可能な社会保障制度の構築に

向けて，質の高い医療，介護を効率的に提供す

るための基盤整備を進めていくとしています。

第９期介護保険事業（支援）計画の基本指針

のポイントとして，これまで以上に中長期的な地

域の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏ま

えて介護サービス基盤を整備するとともに，地域

の実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・

推進や介護人材の確保，介護現場の生産性の

向上を図るための具体的な施策や目標を，優

先順位を検討した上で，介護保険事業（支援）

計画に定めることが重要になるとしています。

また，①介護サービス基盤の計画的な整備，

②地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた

取り組み，③地域包括ケアシステムを支える介

護人材確保及び介護現場の生産性向上の３点

を見直しのポイントにあげ，各保険者に対して，

地域の実情に応じた取り組みを推進することを

求めています。

第２節 国の動向

第
１
部

第
２
章



基本構想の「未来へつづ

く先進住環境都市・柏」の

実現へ向け，６つの分野別

方針が示されています。そ

のうち，本計画は分野別方

針の「２ 健康・サポート」に

位置づけられます。

第３節 柏市の上位計画

柏市経営戦略方針（柏市第五次総合計画 後期基本計画）

・健康づくり及び保健事業・介護予防（またはフレイル予防）の取組を推進する体制が構築された，

健康寿命の延伸と健康格差の是正が図られた社会環境

・地域や一人ひとりの実情に応じた地域包括ケアシステムの推進体制が構築された，人と人，人と社

会がつながり支えあう取組が生まれやすい地域共生社会

分野別方針２ 健康・サポート 目指す状態

基本理念の「だれもが，そ

の人らしく，住み慣れた地

域で，共に，いきいきと暮ら

せるまち 柏」を達成するた

めに不可欠な「地域共生社

会の実現」に向け，重層的

支援体制（愛称：かしまる）

を構築していきます。

第４期柏市地域健康福祉計画
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第４節 現状分析

１．柏市の高齢化の現状と将来推計

後期高齢者数は， 年（令和２

年）に前期高齢者数を上回りました。

そこから，団塊の世代が 歳に到達

する 年（令和７年）までの 年間

で，後期高齢者数は約１万５千人増

加し，高齢者に占める後期高齢者の

割合が ％を超える見込みです。

後期高齢者数・後期高齢者割合とも

に， 年（令和 年）頃にピーク

を迎え，その後は団塊ジュニア世代が

歳以上となる 年（令和

年）に向け，再び前期高齢者の割合

が増加していく見込みです。

人口の推移と見込み

高齢者数の推移と見込み

年 年 年 年 年 年

（人）

高齢者人口（ 歳以上） 生産年齢人口（ ～ 歳）
年少人口（０～ 歳） 年少人口割合
生産年齢人口割合 老年人口割合（高齢化率）

年 年 年 年 年 年

（人）

後期高齢者（ 歳以上） 前期高齢者（ ～ 歳）
前期高齢者割合 後期高齢者割合

本市の総人口は 年（令和

年）頃にピークを迎えますが，一方で，

高齢者を支える現役世代（生産年齢

人口）は， 年（令和 年）頃を

ピークに減少する見込みです。

本市の高齢者数は，今後も増加が

続きます。 年（令和 年）には，

高齢者数は現在より約 万 千人増

加し，高齢化率が ％を超える見込

みです。

現役世代の減少により，全国的に高

齢者を支える割合（人数）が減少し，

本市においても， 年（令和

年）には 人の現役世代が１人の高

齢世代を支える社会が到来します。
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５歳階級別の第１号被保険者数

は ～ 歳が最も多く， 年

（令和 年）には２７，９６８人です。

要介護認定者の出現率（以下，

認定率という）は，前期高齢者で

低く，年齢が上がるほど，弧を描く

ように増加していきます。 歳代

後半では概ね２人に１人が， 歳

を超えると，４人に３人が何らかの

介護が必要な状況となっています。

今後，後期高齢者が増加していく

ことに伴い，要介護認定者数及び

認定率は増加していきます。

要介護認定者数は 年（令

和２年）には 人ですが，後

期高齢者が増加することに伴い，

年（令和７年）に２万人を超

え， 年（令和 年）には３万

人に到達する見込みです。

年（令和 年）には，医

療・介護ニーズの高い要介護３か

ら５の要介護認定者が１万人を超

え，要介護認定者に占める割合も

増加することが見込まれます。

要介護認定者数の推移と見込み

要介護認定者の年齢別割合

年 年 年 年 年 年

（人）

要支援１‐２ 要介護１‐２ 要介護３‐５

歳 歳 歳 歳 歳 歳以上

（人）

第１号被保険者 認定者 認定者割合
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（時点） 年（令和 年） 月末日



新規要介護認定者数は減少

傾向でしたが， 年（令和

３年）には再び増加に転じ 翌

年（令和４年）には年間

で 人以上増えています。

５歳階級別の新規認定率は，

歳以上では ％を超えてい

ます。特に 歳では高く，

年（令和４年）には ％

を超えています。

新規要介護認定者数の内訳で

は，要支援１が認定者の約３分の

１を占め， 年（令和 年）以

降，新規認定者数が増加に転じた

ことで， 年（令和４年）には

人と急増しています。

要介護４以上の新規認定者数も

増加しており， 年（令和

年）には約 ％を占めています。

新規要介護認定者数の推移

新規要介護認定者数と新規認定率の推移

年 年 年 年 年

（人）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

年 年 年 年 年

歳 歳 歳

歳 歳 歳以上

年 年 年 年 年

歳以上

歳

歳

歳

歳

歳

（人） 新規要介護認定者数の推移

新規認定率の推移
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認知症高齢者数の推移と見込み

ひとり暮らし高齢者数の推移

認知症高齢者は，高齢者数の増

加に合わせて急増し， 年（令

和 年）と比べて， 年（令和

７年）には約 倍， 年（令

和 年）には約 倍に増加する

見込みです。

ひとり暮らし高齢者は，

年（平成 年）には 人

でしたが， 年（令和 年）

には 人と約５千人増加

し，高齢者の ％を占めてい

ます。

認知症高齢者の生活自立度

年 年 年 年 年 年

（人）

単独世帯 対高齢者人口比

※住民基本台帳上の一人世帯数による人数を集計したもの

（出典）日常生活圏域データ

（算出方法）認定調査結果より生活自立度を集計し，
将来推計に乗じて算出
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年 年 年 年 年

（人）

Ⅱ Ⅲ以上



標準給付費の推移と見込み

標準給付費※は， 年度（令和２

年度），約 億円となっており，

年度（令和 年度）には

億円と，約 倍になることが見込ま

れています。

また，保険料基準月額は，第８期で

は 円となり，制度開始時に比

べて，２倍以上となっています。

※予防給付と介護給付の合計（総給付費）に，
特定入所者介護サービス費，高額介護サービ
ス費，高額医療合算介護サービス費，審査支
払手数料を加えた金額（地域支援事業費を除
く）

保険料基準月額

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

（円）
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第１号被保険者１人あたり給付月

額は， 円（ 年（令和

４年）現在）となっており，各介護度

別にみると，要介護２以上の介護

度で全国，千葉県平均を下回って

います。

第１号被保険者１人あたり給付月額

（時点） 年（令和４年）
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

全国 千葉県 柏市

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

第１号被保険者１人
あたり給付月額

（円）

年度 年度 年度 年度 年度

（億円）



２．他市との比較

全国，千葉県，比較対象自

治体の平均と比べると，要支

援１～要介護２の割合がやや

高く，要介護３以上の割合が

やや低くなっています。

比較対象自治体 市を含

む 市の中で，要介護３以

上の割合は３番目に低くなっ

ています。

全国，千葉県，比較対

象自治体の平均と比べ，

歳以上の割合は低

くなっています。

【比較対象とした自治体（１２市）】
宇都宮市，川口市，川越市，越谷市，相模原市，高崎市，千葉市，八王子市，藤沢市，船橋市，
町田市，松戸市（五十音順）

※関東に位置し，人口 ～ 万人かつ本市との高齢化率の差が ポイント以内の市
※グラフ内のアルファベットとは順不同
※グラフ内の「平均」は比較対象自治体の平均

高齢者の年齢構成（５歳階級別）

要介護認定者の内訳（介護度別）

※グラフは要介護３以上の割合が低い順に並べ替え

市 市
柏
市 市 市 市 市

平
均

全
国 市 市

千
葉
県

市 市 市 市

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（時点） 年 令和４年
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報

※グラフは 歳以上の割合が低い順に並べ替え
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市 市 市
柏
市 市 市 市

千
葉
県

市
平
均 市 市 市 市

全
国 市

歳以上

歳以上 歳未満

歳以上 歳未満

歳以上 歳未満

歳以上 歳未満

歳以上 歳未満

（時点） 年 令和２年
（出典）総務省「国勢調査」

柏
市

柏
市



新規要介護認定者の平均介護

度は全国と同程度，平均年齢は比

較対象自治体の平均と同程度と

なっています。

新規要介護認定者の平均介護

度は比較対象自治体の平均や千

葉県に比べて低いことから，比較

的軽度なうちに認定を受ける傾向

があると考えられます。

全国

千葉県柏市

市

市

市

市

市

市

市
市

市

市

市

市

平均平
均
年
齢
（
歳
）

平均介護度

全国 千葉県 柏市 その他地域

（時点） 年 令和２年
（出典）厚生労働省「介護保険総合データベース」

（ 年（令和 年） 月 日時点データにて集計）

■ 比較対象自治体の平均

全国，千葉県と比べ，認定

率・高齢化率ともに低くなっ

ています。

比較対象自治体の平均と

比べると，高齢化率はやや

高いですが，認定率は低く，

比較対象としている 市を

含む 市の中では２番目

に低い状況です。

高齢化率は比較的高く，

認定率は低いため，元気な

高齢者が多い可能性が考

えられます。

全国

千葉県

柏市市

市
市

市市

市

市

市

市

市

市

市

平均

認
定
率
（
％
）

高齢化率（％）

全国 千葉県 柏市 その他地域

（時点） 年 令和４年

■ 比較対象自治体の平均

新規要介護認定者の平均年齢と平均介護度

認定率と高齢化率の分布

高齢化率は
高いが，認
定率は低い。
元気な高齢
者が多い可
能性がある。

高齢化率は低いのに認定率は高い。
元気でない高齢者が多い可能性がある。
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（縦軸の出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報
（横軸の出典）総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口」



３．高齢者の意識と実態

幸福感があるかた（ 点以上）の割合は

％となっており，他市町村と比較すると，

今回・前回ともに本市が多くなっています。

また，前回と比較すると ポイント増加して

います。

友人・知人と会う頻度が高いかた（月１回以

上）の割合は ％となっています。

他市町村と比較すると，今回・前回ともに本市

が少なくなっており，特に今回調査では他市町

村に比べて ポイント少なくなっています。

また，前回と比較すると ポイント少なくなっ

ており，新型コロナウイルス感染症の影響など

があると考えられます。

幸福感

友人・知人と会う頻度

※七戸町，六ヶ所村（青森県），岩沼市（宮城県），松戸市，柏市，四街道市，睦沢町，長柄町（千葉県）， 町田市，東村
山市（東京都），横浜市（神奈川県），新潟市，十日町市（新潟県），揖斐広域連合（岐阜県），名古屋市（愛知県），神
戸市，西脇市，丹波篠山市（兵庫県），生駒市（奈良県），岩美町（鳥取県）の 保険者

健康とくらしの調査

基礎調査①

調査概要

調査目的
要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握し，地域の抱える課題を特定す
ること（地域診断）を目的に実施

調査対象者 自立，要支援 ・ ，総合事業対象者の高齢者

調査方法
調査地域：柏市全域
調査方法：郵送配布－郵送回収
調査期間： 年（令和４年） 月５日～ 年（令和４年） 月 日

回収状況
発送数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率

件 件 ％ 件 ％

その他

一般社団法人日本老年学的評価研究機構（ 機構）と協力して実施

・「市町村平均」は 年度（令和４年度）の健康とくらしの調査に参加した自治体のうち，同
時期に調査を実施した自治体※の平均
・「前回」は 年度（令和元年度）に実施した調査結果

今回 柏市

市町村平均

前回 柏市

市町村平均

柏市 市町村平均

％●幸福感があるかたの割合

今回 柏市

市町村平均

前回 柏市

市町村平均

柏市 市町村平均

％●友人・知人と会う頻度が高いかた（月１回以上）の割合
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認知症の相談先の認知度について，『知って

いる』（「よく知っている」，「ある程度知ってい

る」，「聞いたことはある」の合計）は ％と

なっています。

前回と比較すると，２． ポイント少なくなって

おり，より周知していく必要性があると考えられ

ます。

地域の中で安心して生活できていると感じる

かについては， 『感じている』（「感じている」，

「どちらかといえば感じている」の合計）は

％となっています。

前回と比較すると， ポイント増加しています。

身近な相談相手や相談場所があるかたの

割合は ％となっています。

前回との大きな差はみられず，高い水準で

推移しています。

認知症の相談先の認知度

身近な相談相手や相談場所

地域の中で安心して

生活できているか

今回

前回

●地域の中で安心して生活できていると感じるかたの割合

％

今回

前回

％

●身近な相談相手や相談場所があるかたの割合

フレイルあり割合

フレイルありと判定されたかた（基本チェック

リスト８項目以上該当）の割合は， ％と

なっています。

他市町村と比較すると，今回・前回ともに本

市が少なくなっています。

また，前回と比較すると， ポイント少なく

なっています。

今回

前回

％

●認知症の相談先を知っているかたの割合

今回 柏市

市町村平均

前回 柏市

市町村平均

柏市 市町村平均

％●フレイルありと判定されたかたの割合
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グループやサークルに月１回以上参加しているかたの割合は，スポーツ関係のグループやクラブ

が ％，趣味関係のグループが ％，ボランティアのグループが ％，学習・教養サークル

が ％となっています。

他市町村と比較すると，すべてのグループやサークルで今回・前回ともに本市が多くなっています。

特にスポーツ関係のグループやクラブについて，今回調査では他市町村に比べて ポイント多く

なっています。

前回と比較すると，ボランティア，趣味関係，学習・教養サークルでは，月１回以上参加しているか

たの割合は少なくなっています。特に趣味関係のグループでは，前回調査より ポイント少なくなっ

ており，新型コロナウイルス感染症の影響などが考えられます。

社会参加

今回 柏市

市町村平均

前回 柏市

市町村平均

柏市 市町村平均

％●ボランティアのグループ（月 回以上）

今回 柏市

市町村平均

前回 柏市

市町村平均

柏市 市町村平均

％
●スポーツ関係のグループやクラブ（月 回以上）

今回 柏市

市町村平均

前回 柏市

市町村平均

柏市 市町村平均

％
●趣味関係のグループ（月 回以上）

今回 柏市

市町村平均

前回 柏市

市町村平均

柏市 市町村平均

％
●学習・教養サークル（月 回以上）
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基礎調査②

（１）調査目的

（２）調査対象

（３）調査方法

※介護サービス事業所調査 対象事業所の従事者

（４）回収状況

調査名 調査目的

在宅介護実態調査
「要介護者の在宅生活の継続」や「介護者の就労の継続」に有効な介護サービスの在
り方を検討することを目的として実施

介護サービス事業所調査
介護サービス事業所の実態や取り組みを把握することで，各種取り組みの効果的な
推進に向けた検討を行うことを目的として実施

ケアマネジャー調査
ケアマネジャーの就労実態等の把握や，今後充実が必要と考えるサービス等の意見
の確認を目的として実施

介護サービス従事者調査
介護現場で働く職員の就労状況等の実態を把握することで，各種取り組みの効果的
な推進に向けた検討を行うことを目的として実施

調査名 調査対象

在宅介護実態調査 柏市内で在宅生活をしている要支援・要介護者のうち無作為に抽出したかた

介護サービス事業所調査 柏市内の介護サービス提供事業所

ケアマネジャー調査 柏市介護支援専門員協議会に加入し，介護支援専門員として従事している会員

介護サービス従事者調査 柏市内の介護サービス事業所の従事者（病院，診療所，歯科医院，薬局を除く）

調査名 調査方法

在宅介護実態調査
調査地域：柏市全域
調査方法：郵送配布－郵送回収
調査期間： 年（令和４年） 月 日～ 年（令和４年） 月 日

介護サービス事業所調査
調査地域：柏市全域
調査方法：郵送配布－郵送回収
調査期間： 年（令和４年） 月 日～ 年（令和５年）１月 日

ケアマネジャー調査
調査地域：柏市全域
調査方法：郵送配布－郵送回収
調査期間： 年（令和４年） 月 日～ 年（令和５年）１月 日

介護サービス従事者調査
調査地域：柏市全域
調査方法：インターネットのアンケートページへの入力による回答
調査期間： 年（令和４年） 月 日～ 年（令和５年）１月 日

調査名 発送数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率

在宅介護実態調査 件 件 ％ 件 ％

介護サービス事業所調査 件 件 ％ 件 ％

ケアマネジャー調査 件 件 ％ 件 ％

介護サービス従事者調査 ー※ ー ー 件 ー
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要介護者の

在宅生活の継続

施設等への入所・入居の検討状況につ

いて，要介護３以上では「検討していな

い」が ％，「検討中」が ％，「申

請済み」が ％となっており，現時点で

は約５割のかたが在宅生活の継続を希望

していると推察されます。

また，要介護３以上の「申請済み」の割

合は前回調査時（ 年（令和元年）

月）の ％から大幅に増加していま

す。

主な介護者のかたが不安に感じる介護

について，要介護３以上では特に「日中の

排泄」「夜間の排泄」「認知症状への対

応」が多く，いずれも３割以上のかたが不

安に感じています。

これらに係る介護不安をいかに軽減して

いくかが，在宅生活継続のポイントになる

と考えられます。

在宅介護実態調査

今回 要介護３以上

前回 要介護３以上

●施設等への入所・入居の検討状況

検討していない 検討中 申請済み

％
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移送サービス

（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

外出同行

（通院、買い物など）

掃除・洗濯

買い物

（宅配は含まない）

見守り、声かけ

配食

ゴミ出し

調理

サロンなどの定期的な

通いの場

その他

特になし

無回答

●在宅生活の継続に必要と感じる
支援・サービス

％

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

●介護度別・介護者が不安に感じる介護

要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３以上

％



就労継続見込みについて，『続

けていくのは難しい』（「続けてい

くのは，やや難しい」「続けていく

のは，かなり難しい」の合計）は，

要支援１～要介護１が ％，

要介護２以上が ％となって

います。

介護度が高いほうが，就労継

続が困難と考えているかたが多

いことがうかがえます。

主な介護者の勤務形態は，フルタ

イム勤務が ％，パートタイム勤

務が ％，働いていない介護者

が ％となっています。

介護者の就労継続見込みについ

て，フルタイム，パートタイムともに「問

題はあるが，何とか続けていける」が

最も多くなっています。

就労継続に効果的な勤め先か

らの支援について，「介護休業・

介護休暇等の制度の充実」「労

働時間の柔軟な選択（フレックス

タイム制など）」が ％で最も

多く，次いで「制度を利用しやす

い職場づくり」が ％，「介護

をしている従業員への経済的な

支援」が ％となっています。

介護者の就労継続

合計

％

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答

●主な介護者の勤務形態

フルタイム勤務

パートタイム勤務

％

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない

●就労状況別・就労継続見込み

要支援１～要介護１

要介護２以上

％

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない

●介護度別・就労継続見込み（フルタイム パートタイム勤務）

介護休業・介護休暇等の制度の充実

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

制度を利用しやすい職場づくり

介護をしている従業員への経済的な支援

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計

●就労継続に効果的な勤め先からの支援 ％
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介護度別の訪問診療の利用割合をみる

と，介護度が高いほど訪問診療の利用割

合が多い傾向がみられます。

介護度が重度なかたにおける在宅医療

の重要性が示唆されます。

本人の幸福度について，「幸せ（

～ 点）」は ％となっています。

本人の生活への満足度について，

「満足している（ ～ 点）」は

％となっています。

介護を受ける本人の年齢で最も

人数が多かった 歳代（ 人）

をみると，主な介護者の年齢は

歳代が ％と最も多く，次いで

歳以上が ％となっていま

す。

また， 歳代と 歳以上を合わ

せると４割弱を占めており，本市に

おいても老老介護の状況がみられ

ます。

医療ニーズの高い在宅療養者を
支える支援・サービスの提供体制

介護を受ける本人と介護者の年齢

歳未満

～ 歳

歳代

歳代

歳以上

％

歳未満 歳代 歳代 歳代 歳代 歳以上

●本人の年齢別・主な介護者の年齢

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

％

利用している 利用していない

●介護度別・訪問診療の利用割合

幸福度

満足度

％

～ 点 ～ 点 ～ 点 無回答

●本人の幸福度と生活への満足度
幸福度と生活への満足度
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正規職員数は「１人」が事業者全

体の ％ ， 「５人未満」が ％

と，少ない正規職員で運営する事業

所が多く，一方で非正規職員数が

「 人以上」との回答が ％と

なっています。

８割を超える事業所が，人材が集ま

らないと感じています。集まらない理

由として，「他業種と比べて，賃金が

低い」（ ％），「他業種と比べて，

休暇が取りにくい」（ ％），「他

業種と比べて，勤務時間が不規則で

ある」（ ％）といった，他業種と

比べた条件面をあげる声が多くなっ

ています。

また，「同業他社との人材獲得競争

が激しい」（ ％），「介護の仕事

に対してマイナスのイメージがある」

（ ％）なども多くあげられていま

す。

年度（令和３年度）の採用状況

をみると， 「０人」は正規職員では

％ ，非正規職員では ％ と

なっています。

また，正規・非正規職員いずれも採用し

ていない事業所は 事業所で，全体の

２割を超えています。

事業所概要

介護サービス事業所調査

人材採用

正規職員

％

１人 ２～５人未満 ５～ 人未満 ～ 人未満

～ 人未満 人以上 無回答

●職員数（正規職員）

非正規職員

％

０人 １人 ２～５人未満 ５～ 人未満 人以上 無回答

●職員数（非正規職員）

正規職員

％

０人 １～２人 ３～５人 ６～ 人 ～ 人 人以上 無回答

●採用者数（正規職員）

非正規職員

％

０人 １～２人 ３～５人 ６～ 人 ～ 人 人以上 無回答

●採用者数（非正規職員）

他業種と比べて，賃金が低い

同業他社との人材獲得競争が激しい

介護の仕事に対して

マイナスのイメージがある

他業種と比べて，休暇が取りにくい

他業種と比べて，勤務時間が不規則である

コストが理由で採用活動を十分に

行えていない

人員不足が理由で採用活動を十分に

行えていない

勤務地への交通アクセスが良くない

ノウハウ不足により採用活動を十分に

行えていない

その他

分からない

無回答

％●人材が集まらない理由（複数回答）
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退職者数では，正規職員，非正規

職員ともに，「０人」が多くなっていま

す。年間の採用者数と退職者数から

１年間の雇用者数の増減をみると，

正規職員では ％，非正規職員

では ％の事業所で増加してい

ます。

離職の理由として考えられるものでは，「他業種と比べて，賃金が低い」（ ％），「職場の人間

関係に不満がある」（ ％），「同業他社で働きたい」「その他」（ ％）が多くなっています。

事業所での最期（看取り）について，

％の入所系施設が「対応できる」と回

答しました。 ％の施設が「対応できな

い」と回答した理由としては，「医師の協力

が得られない」「看取りに対応する看護師の

確保ができない」が最も多くなっています。

事業所の「人材不足を感じている」との回

答が ％を占め，人材不足を感じる理由

について，「人材の確保（採用）が困難」が

％と多くなっています。

その他の意見では，「新規依頼に配置でき

るヘルパーがいない」や，「シフトが埋まらな

い」という人材不足の状況を訴える意見が

多数みられました。

介護職員不足

介護職員の離職状況
●職員の増減（正規雇用者・非正規雇用者）

看取りについて

（ ）

人材の確保（採用）が困難

職員が定着しない

業務量が増えている

その他

分からない

●人材不足を感じる理由（複数回答）
％

全体

％

感じている 感じていない 無回答

●事業所の人材不足を感じているか

医師の協力が得られない

看取りに対応する

看護師の確保ができない

看取りに対応する

介護職員の確保ができない

施設環境（設備）が整わない

法人等が看取りを

行わない方針である

看護師の理解・協力が得られない

介護職員の理解・協力が得られな

い

どのように対応すれば

よいかわからない

その他

●看取りに対応できない理由（複数回答）
％

正規雇用者
（採用者数－退職者数）

増減 事業所数 割合

増加 か所 ％

増減なし か所 ％

減少 か所 ％

無回答 か所 ％

非正規雇用者
（採用者数－退職者数）

増減 事業所数 割合

増加 か所 ％

増減なし か所 ％

減少 か所 ％

無回答 か所 ％
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ケアマネジャー１人あたりで担当して

いる利用者数は平均 人 市内利

用者は平均 人 となっており，前

回調査では平均 人（市内利用

者は平均 人），前々回調査では

平均 人（市内利用者 人）

であったことから，ケアマネジャーの負

担が引き続き増加していることがうか

がえます。

実際に，担当している利用者数につ

いて，『負担感（多すぎると感じるこ

と）がある（ 「かなりある」「多少ある」

の合計） 』と回答したケアマネジャー

が約６割でした。事務の効率化やケア

プランの質の向上に向けた取り組み

が必要となっています。

「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護」「訪問介護」

「夜間対応型訪問介護」「認

知症対応型通所介護」につい

ては，半数を超えるケアマネ

ジャーが充足させるべきと感じ

ています。

また，充足させるべきと感じ

る介護予防サービスは「介護

予防通所リハビリテーション」

「介護予防支援」が４割を超

えています。

介護予防支援の回答が多く，

担当利用者数による負担を感

じているかたも多いことから，

人材確保や事務の軽減など

の対策が重要と考えられます。

ケアマネジャー調査

ケアマネジャー

本人の状況

柏市内の介護サービス等の充足状況

●充足させるべきと感じるサービス

０人

１人～５人未満

５人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人以上

無回答

●担当利用者数（柏市内）
％

０人

１人～５人未満

５人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人～ 人未満

人以上

無回答

％

●担当利用者数（全体）

全体

％

かなりある 多少ある ちょうどよい あまりない ほとんどない 無回答

●担当利用者数による負担感の程度

（ ＝ ）

介護サービス 割合 介護予防サービス 割合

定期巡回･随時対応型
訪問介護看護

％
介護予防通所
リハビリテーション

％

訪問介護 ％ 介護予防支援 ％

夜間対応型訪問介護 ％
介護予防訪問
リハビリテーション

％

認知症対応型通所介護 ％ 介護予防認知症対応型通所介護 ％

看護小規模多機能型居宅介護 ％ 介護予防短期入所療養介護 ％

総合事業サービス 割合 在宅福祉サービス 割合

訪問介護相当サービス ％ 送迎費助成 ％

介護予防ケアマネジメント ％ 配食サービス費助成 ％

訪問型サービスＤ（移動支援） ％ 介護用品（紙おむつ）給付 ％

訪問型サービスＡ
（緩和した基準によるサービス）

％ 居宅サービス利用者負担金助成 ％

訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

％ 生活支援短期宿泊 ％

平均

今回調査 人

前回調査 人

前々回調査 人

平均

今回調査 人

前回調査 人

前々回調査 人
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インフォーマルなサービス

プランに位置づけたことがあるインフォーマル

なサービスについて，上位は「ごみ出し」「外出

時の付き添い（通院等）」「草取り･剪定」「サロ

ン・通いの場」となっています。

現在不足していると感じるサービス上位も，同

様のものとなっています。

地域包括支援センター，

関係機関との連携状況

地域包括支援センターとの連携が比較的とれ

ている内容では，「要支援者等の計画作成（実

施しているかたのみ）」「困難事例への対応」

「資質向上に向けた研修」の順に多くなっていま

す。一方，「医療機関との調整」ではとれていると

回答した割合が半数以下になっています。

制度面が充実してきている一方，様々なニーズ

を併せ持つ高齢者が増加していることから，地域

や関係機関を巻き込んだ調整やネットワークづく

りがより重要になっています。

また，業務を実施する上で，関係者との連携が

とれていないと回答したかたがあげた理由として

は，「なんとなく苦手意識がある」（ ％），次

いで「連携する必要があるかわからない」

（ ％），「機関の役割や機能がわからない」

（ ％）の順に多くなっています。

関係機関の機能や支援内容について周知して

いくことが重要と考えられます。

●地域包括支援センターとの連携状況（連携の内容別）

●関係機関との連携状況（機関別）

●インフォーマルサービスについて
（ ＝ ）

（ ＝ ）

（ ＝ ）

「とれている」＋「まあとれている」の計 割合

要支援者等の計画作成（実施しているかたのみ） ％

困難事例への対応 ％

資質向上に向けた研修 ％

虐待事例の早期発見と報告 ％

地域や関係機関との調整・ネットワーク作り ％

医療機関との調整 ％

「とれている」＋「まあとれている」の計 割合

サービス提供事業者 ％

地域包括支援センター職員 ％

医療機関（ＭＳＷ） ％

医療機関（主治医） ％

柏地域医療連携センター職員 ％

社会福祉協議会・地域支えあい推進員 ％

柏地域医療連携センター職員以外の柏市役所職員 ％

現在不足していると感じるサービス 割合

外出時の付き添い 通院等 ％

ごみ出し ％

サロン・通いの場 ％

草取り･剪定 ％

話し相手 ％

声かけ･見守り ％

プランに位置づけたことがあるサービス 割合

ごみ出し ％

外出時の付き添い 通院等 ％

草取り･剪定 ％

サロン・通いの場 ％

洗濯･部屋の掃除 ％

買い物 ％
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雇用形態について，「正規職員」と回答し

たかたが ％で最も多く，前回調査

（ ％）と比べると６ポイント多くなって

います。

また，男性の 歳以下では約９割が「正

規職員」であるのに対し，女性では年齢が

上がるとともに「正規職員」が少なくなり，

正規職員が最も多い年代は 歳未満

（ ％）となっています。 歳以上では

男女ともに「非正規職員」のほうが多く

なっています。

現在の仕事の満足度について，「やや満足

している」（ ％），次いで「どちらともいえ

ない」（ ％），「満足している」（ ％）

の順に多く，前回調査と比べて，満足している

かたの割合が増加しています。

また，正規職員より非正規職員で満足度が

高く，通算勤務年数が３年～５年未満では，

「どちらともいえない」が少なくなり，意見が分

かれている傾向がみられます。仕事の習得度

が上がるにつれて業務負荷が上昇し，満足度

に差が出ている可能性が考えられます。

介護サービス従事者調査

仕事の満足度

介護サービス従事者の状況

全体

前回調査

％

満足している やや満足している どちらともいえない
やや不満である 不満である 無回答

●仕事の満足度

全体

前回調査

％

正規職員 非正規職員 その他

●雇用形態

男性 歳未満

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

女性 歳未満

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

％

正規職員 非正規職員 その他

●性年齢別・雇用形態

１年未満

１年～３年未満

３年～５年未満

５年～ 年未満

年～ 年未満

年以上

満足している どちらともいえない 不満である 無回答

●通算勤務年数別・仕事の満足度 ％

正規職員

非正規職員

その他

％

満足している どちらともいえない 不満である 無回答

●雇用形態別・仕事の満足度
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現在の職種での仕事の継続意向につ

いて，「当面は続けたい」が ％で最

も多く ，次いで「ずっと続けたい 」

（ ， 「どちらともいえない 」

（ ％）となっており，前回調査と比べ

て，仕事の継続意向が高くなっています。

通算勤務年数が短いかたほど退職意

向が強く，「あまり続けたくない」「近いう

ちに辞めたい」を合わせると，１年未満

（ ％），１～３年未満（ ％）では

多くなっています。

また，仕事に不満をもっているかたの約

４割に退職意向がみられます。

サービスを提供する本人・家族の意向確認

について，「確認している」が ％であった

のに対し，「確認していない」が ％みら

れます。特に通算勤務年数が１年未満では，

％と多くなっています。

確認していない理由について，「意向確認

は自分の役割ではないから」（ ％），次

いで「意向を確認する機会・タイミングがな

かったから」（ ％），「意向を確認する時

間が作れなかったから」（ ％）が上位と

なっています。

また，確認した本人・家族の意向を多職種と

共有しているかについては，「共有している」

（ ％），「常に共有している」（ ％）

を合わせた約９割が共有しています。

多職種と共有していない理由については，

「業務が多忙だから」（ ％），次いで「共

有するツールがないから」（ ％），「その

他」（ ％）の順に多くなっています。

意向に沿った支援

仕事の継続意向

全体

前回調査

％

ずっと続けたい 当面は続けたい どちらともいえない

あまり続けたくない 近いうちに辞めたい 無回答

●仕事の継続意向

１年未満

１年～３年未満

３年～５年未満

５年～ 年未満

年～ 年未満

年以上

％

ずっと続けたい 当面は続けたい どちらともいえない

あまり続けたくない 近いうちに辞めたい 無回答

●通算勤務年数別・仕事の継続意向

全体

１年未満

１年～３年未満

３年～５年未満

５年～ 年未満

年～ 年未満

年以上

％

確認している 確認していない 無回答

●通算勤務年数別・家族，本人の意向確認の有無
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気兼ねなく相談できる介護職がいる医

療職は ％，一方，気兼ねなく相談

できる医療職がいる介護職は ％と

なっています。

医療職から介護職へ相談する際の困

難度は，「あまり感じない」が ％で

最も多く，次いで「感じない」（ ％），

「どちらともいえない」（ ％）となっ

ています。

一方，介護職から医療職へ相談する

際の困難度は，「すこし感じている」が

％で最も多く，次いで「感じてい

る」（ ％），「あまり感じない」

（ ％）となっています。

介護職から医療職への相談では，医

療職から介護職への相談に比べ，敷居

が高いと感じる割合が多いことがうか

がえます。

現在の生活の満足度について，「満足し

ている」（ ％），「やや満足している」

（ ％）を合わせた ％が満足して

います。一方，「やや不満である」（ ％），

「不満である」（ ％）を合わせた ％

が不満であるという結果になっています。

正規職員では， 「満足している」が

％，「やや満足している」が ％と

他の雇用形態に比べて少なくなっています。

勤務年数が３年以上のかたは「満足して

いる」「やや満足している」が多い傾向があ

るほか，仕事の満足度の高いかたでは，生

活の満足度も高い傾向にあり，「満足して

いる」（ ％），「やや満足している」

（ ％）を合わせると 割を超えています。

医療・介護連携

生活の満足度

医療職から介護職へ

相談する際の困難度

介護職から医療職へ

相談する際の困難度

％

感じている すこし感じている どちらともいえない

あまり感じない 感じない 無回答

●医療職・介護職へ相談する際の困難度

正規職員

非正規職員

その他

％

満足している やや満足している どちらともいえない

やや不満である 不満である 無回答

●雇用形態別・生活の満足度

全体

％

満足している やや満足している
どちらともいえない やや不満である
不満である 無回答

●生活の満足度

第
１
部

第
２
章

医療職が気兼ねなく相談

できる介護職

介護職が気兼ねなく相談

できる医療職

いる いない 無回答

●気兼ねなく相談できる医療職・介護職の有無



現在の仕事への満足度について，『満足し

ている』（「満足している」「やや満足してい

る」の合計）は ％となっています。

相談しやすい専門職について，「医療職の同

職種」が ％で最も多く，次いで「医療職

の他職種」が ％，「介護職」が ％と

なっています。 「いない」は ％となってい

ます。

本人・家族の意向を確認しているかたは

％となっています。

また，『本人・家族の意向を多職種と共有し

ているかた』（「常に共有している」「共有して

いる」の合計）は ％となっています。

（１）調査概要

仕事への満足度

相談しやすい専門職

（２）回収状況

医療従事者満足度調査

意向に沿った支援

満足している

やや満足している

どちらともいえない

やや不満である

不満である

●仕事の満足度
％

確認している

確認していない

●意向に沿った支援
％

常に共有している

共有している

あまり共有していない

共有していない

％
●本人・家族の意向を多職種と共有しているか

医療職の同職種

医療職の他職種

介護職

いない

％
●相談しやすい専門職

その他参考調査

調査名 調査概要 調査対象者

医療従事者満足度
調査

調査方法：インターネット調査
調査期間： 年（令和 年） 月 日

～ 年（令和 年） 月 日
在宅医療に関わる医療従事者

介護保険利用者と
家族への満足度調査

調査方法：郵送配布－郵送回収
調査期間： 年（令和 年） 月 日

～ 年（令和 年） 月 日
介護保険サービスを利用しているかた

調査名 発送数 有効回答数 有効回答率

医療従事者満足度調査 対象者約 人 人 ％

介護保険利用者と
家族への満足度調査

本人 件 件 ％

家族 件 件 ％
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生活への満足度について，「満足し

ている（ ～ 点）」は介護保険サー

ビスを受けている本人が ％，家

族が ％となっています。

回答者の中では，家族の生活満足

度は，介護保険サービスを受けている

本人に比べてやや低い状況がみられ

ます。

介護保険利用者と家族への満足度調査

生活への満足度（本人，家族）

全体

％

思う やや思う どちらともいえない

あまり思わない 思わない 無回答

●自身の望む暮らしを
サービス担当者が実現しようとしてくれていると思うか

※在宅医療利用者に限定した集計結果

幸福度（本人，家族）

サービス担当者

サービス担当者に自分の意向を伝

えているかについて，『伝えている』

（「伝えている」，「やや伝えている」の

合計）は ％となっています。

自身の望む暮らしをサービス担当者

が実現しようとしてくれていると思うか

について，『思う』（「思う」，「やや思

う」の合計）は ％となっています。

両項目の割合は同程度となっていま

す。

幸福度について，「幸せ（ ～

点）」は介護保険サービスを受けてい

る本人が ％，家族が ％と

なっています。

回答者の中では，家族の幸福度は

介護保険サービスを受けている本人

に比べてやや低い状況がみられます。

本人幸福度

家族幸福度

％

～ 点 ～ 点 ～ 点 無回答

●本人・家族の幸福感

本人満足度

家族満足度

％

～ 点 ～ 点 ～ 点 無回答

●本人・家族の生活満足度

全体

％

伝えている やや伝えている どちらともいえない

あまり伝えていない 伝えていない 無回答

●サービス担当者に自分の意向を伝えているか
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４．日常生活圏域の設定と状況

■大圏域
基本的に広域型施設のサービス整備の単位として４圏域を設定

■中圏域（日常生活圏域※ ）
介護保険法で定められた，地域密着型サービスの基盤整備の単位として，７圏域を設定

■小圏域
高齢者を支える各種の地域活動を促進する単位として，新旧住民の融和と地域の自治意識の向上を目
的として進めてきた「ふるさと運動」の活動拠点として設置された「ふるさと協議会」のコミュニティエリア
をもとに，２１圏域を設定

※日常生活圏域 … 住民が日常生活を営んでいる地域として，地理的条件，人口，交通事情，その他の社会的条件，介護給
付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案し定める区域
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小圏域ごとの状況第
１
部

第
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章

大圏域 中圏域 小圏域 人口 高齢者数
要介護
認定者数

認知症
高齢者数

ひとり暮らし
高齢者数

北部

北部１

①田中

②柏の葉

③西原

北部２

④富勢

⑤松葉

⑥高田・松ケ崎

中央

中央１

⑦豊四季台

⑧新富

⑨旭町

中央２

⑩柏中央

⑪新田原

⑫富里

⑬永楽台

南部

南部１

⑭増尾

⑮南部

⑯藤心

南部２

⑰光ケ丘

⑱酒井根

東部 沼南

⑲手賀

⑳風早北部

㉑風早南部

柏市全体

※柏市全体の要介護認定者数・認知症高齢者数には住所地特例者を含む
※2023年（令和５年） 月 日現在

（単位：人）



小圏域別・健康とくらしの調査結果

●幸福感があるかた

●フレイルありのかた

●就労しているかた

●認知機能が低下しているかた

●知人と会う頻度が高いかた（月１回以上）

※グラフは割合が少ない→多い順に並べ替え

⑧
新
富

⑨
旭
町

⑫
富
里

③
西
原

⑰
光
ケ
丘

⑩
柏
中
央

④
富
勢

①
田
中

⑪
新
田
原

㉑
風
早
南
部

⑥
高
田
・松
ケ
崎

⑯
藤
心

⑤
松
葉

⑦
豊
四
季
台

⑮
南
部

⑭
増
尾

⑳
風
早
北
部

⑬
永
楽
台

⑲
手
賀

⑱
酒
井
根

②
柏
の
葉
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⑧
新
富

⑲
手
賀

⑦
豊
四
季
台

⑩
柏
中
央

⑥
高
田
・松
ケ
崎

⑫
富
里

⑮
南
部

⑳
風
早
北
部

⑪
新
田
原

③
西
原

①
田
中

⑭
増
尾

⑤
松
葉

⑯
藤
心

㉑
風
早
南
部

④
富
勢

⑰
光
ケ
丘

⑬
永
楽
台

⑱
酒
井
根

⑨
旭
町

②
柏
の
葉

②
柏
の
葉

⑤
松
葉

⑳
風
早
北
部

⑮
南
部

④
富
勢

⑯
藤
心

⑧
新
富

⑨
旭
町

⑩
柏
中
央

⑰
光
ケ
丘

①
田
中

⑥
高
田
・松
ケ
崎

③
西
原

⑫
富
里

⑬
永
楽
台

⑪
新
田
原

⑱
酒
井
根

⑭
増
尾

㉑
風
早
南
部

⑦
豊
四
季
台

⑲
手
賀

⑤
松
葉

㉑
風
早
南
部

⑬
永
楽
台

③
西
原

⑱
酒
井
根

⑲
手
賀

⑦
豊
四
季
台

⑯
藤
心

⑪
新
田
原

⑧
新
富

①
田
中

⑩
柏
中
央

⑭
増
尾

⑰
光
ケ
丘

⑨
旭
町

④
富
勢

⑳
風
早
北
部

⑥
高
田
・松
ケ
崎

⑮
南
部

②
柏
の
葉

⑫
富
里

⑱
酒
井
根

⑬
永
楽
台

⑭
増
尾

⑧
新
富

②
柏
の
葉

⑦
豊
四
季
台

⑪
新
田
原

⑯
藤
心

⑤
松
葉

④
富
勢

⑰
光
ケ
丘

㉑
風
早
南
部

⑮
南
部

⑫
富
里

⑥
高
田
・松
ケ
崎

⑳
風
早
北
部

③
西
原

⑨
旭
町

⑩
柏
中
央

①
田
中

⑲
手
賀



５．各介護サービスごとの位置図

入所・入居系サービス
第
１
部

第
２
章

年（令和５年） 月 日現在
※休止中のサービスを含む

人口

多い

万人以上

万人以上～ 万人未満

万人未満

少ない

凡例 サービス種類

認知症対応型共同生活介護

特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護



通所系サービス
第
１
部

第
２
章

凡例 サービス種類

通所介護

通所リハビリテーション

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型
居宅介護

地域密着型通所介護



６．第８期プランの介護保険制度の運営状況

※集計値は，表章単位未満の位で四捨五入しているため，総数と内訳の合計は必ずしも一致しない
※地域支援事業費には，柏市重層的支援体制整備事業費を含む

第
１
部

第
２
章

実績値 計画値 対計画比 実績値／計画値

２０２１年度 年度 ２０２１年度 年度 年度 ２０２１年度 年度

総人口 （人）

被
保
険
者

第 号被保険者数 （人）

（ ～ 歳） （人）

（ ～ 歳） （人）

（ 歳以上） （人）

高齢化率 （ ）

（ ～ 歳） （ ）

（ ～ 歳） （ ）

（ 歳以上） （ ）

要介護認定者数 （人）

要支援１ （人）

要支援２ （人）

要介護１ （人）

要介護２ （人）

要介護３ （人）

要介護４ （人）

要介護５ （人）

うち第２号被保険
者数

（人）

要介護認定率
（１号被保険者）

（ ）

実績値 計画値 対計画比 実績値／計画値

２０２１年度 年度 ２０２１年度 年度 年度 ２０２１年度 年度

総給付費 （千円）

施設サービス （千円）

居住系サービス （千円）

在宅サービス （千円）

地域支援事業費（※） （千円）

介護予防・日常生
活支援総合事業費

（千円）

地域包括支援セン
ターの運営及び任
意事業費

（千円）

包括的支援事業費
（社会保障充実分）

（千円）

第 号被保険者 人あ
たり給付月額

（千円）



７．第８期プランの取り組み状況

■基本理念

評価結果については，次の５段階（記号）で表示
「◎：計画を上回って進んでいる（ ％超）」，「〇：ほぼ計画どおり進んでいる（ ～ ％）」，「△：計画よりやや

取り組みが遅れている（ ～ ％）」，「×：計画の取り組みが遅れ，見直しが必要である （ ％未満）」，「－：未評価」

■主な取り組み

■政策目標

第
１
部

第
２
章

基本理念 指標 年度 年度

基本理念：すべての高齢者が，その人らしく，住み慣
れた地域で安心していきいきと暮らせるまち 柏

幸福感がある人の割合

（要介護認定を受けていないかた） ％）

幸福感がある人の割合 ※

（要介護認定を受けているかた）（％）

※２種類のアンケートを実施

政策目標 指標 年度 年度

政策目標１：健康寿命を延伸し，いきいきと暮らせる 初めて介護が必要になる人の平均年齢（歳）

政策目標２：助けが必要でも住み慣れた地域で安心し
て暮らせる

認知症のかたの在宅率（％）

軽度者（要支援１から要介護１）の要介護度の維
持・改善率（％）

政策目標３：介護度が重度であっても望む暮らしを選
択できる

生活に満足していると答えたかたの割合（％）
※

要介護３以上のかたの在宅率（％）

政策目標４：意思が尊重され自立して暮らせる
住んでいる地域に愛着があると答えた人の割合
（％）

※２種類のアンケートを実施

重点施策

評価の個数（個）

年度 年度

◎ ○ △ × － ◎ ○ △ × －

健康寿命を延伸
しいきいきと暮
らせる

フレイル予防・健康づくりの推進

多様な社会参加の促進

助けが必要でも
住み慣れた地域
で安心して暮ら
せる

地域での支えあい体制の推進

多様な生活支援ニーズに対する支援

認知症施策の推進

介護度が重度で
あっても望む暮
らしを選択でき
る

介護サービス等の基盤整備

介護保険制度の持続可能性の確保

在宅医療・介護の連携の推進

意思が尊重され
自立して暮らせ
る

地域包括支援センターの機能強化

権利擁護の充実

多様な主体との地域づくりの推進

計（ 項目）



■各事業の評価
第
１
部

第
２
章

主主なな取取りり組組みみ名名 事事　　業業　　名名 指指標標のの項項目目 評評価価 評評価価
【【アアウウトトカカムム】】幸幸福福感感ががああるる人人のの割割合合（（要要介介護護認認定定をを受受けけ
てていいなないいかかたた））
【【アアウウトトカカムム】】幸幸福福感感ががああるる人人のの割割合合（（要要介介護護認認定定をを受受けけ
てていいるるかかたた））
【【アアウウトトカカムム】】初めて介護が必要になるかたの平均年齢
【【アアウウトトカカムム】】フレイル予防カードを利用してフレイル予防に
取り組む市民の数

フレイル予防プロジェクト
2025の推進

フレイル予防プロジェクト2025の推進委員
会

フレイルを知っている人（浸透度）の割合 〇 〇

かしわフレイル予防ポイント
制度

かしわフレイル予防ポイント
フレイル予防カードを利用してフレイル予防に取り組む市民の
数（再掲）

◎ ◎

フレイルチェックの普及・啓発 フレイルチェック講座の参加者数 △ 〇

フレイル予防サポーターの育成・支援
フレイル予防サポーターの活動回数（啓発活動や研修を含
む）

〇 ◎

住民主体のフレイル予防活動への支援 フレイル予防・健康づくり出前講座の実施回数 × 〇
各種データ分析・地区診断 各種データ分析・地区診断の実施 〇 〇
生活習慣病の予防及び重症化予防 特定健康診査受診率の向上 〇 〇
医療専門職によるフレイル予防のための相
談，支援

医療専門職によるフレイル予防のための相談，支援の実施 〇 〇

【【アアウウトトカカムム】】友人・知人と会う頻度が高い（月に１回以上
の）人の割合
【【アアウウトトカカムム】】社会参加：スポーツの会・趣味の会・ボランティ
ア・学習教養サークル参加者割合
生涯現役促進協議会による求人開拓件数 〇 〇
生涯現役促進協議会実施事業(セミナー，窓口)利用者満足
度

〇 〇

月に１回以上ボランティアに参加する割合 △ 〇
ボランティアセンターへのボランティアの登録者数 △ 〇

地域いきいきセンター運営・整備事業 地域いきいきセンターの設置か所数 〇 〇
通いの場等の運営支援 通いの場の数 △ △
老人福祉センターの管理運営 利用人数 △ 〇
高齢者団体への支援 団体数 △ △

【【アアウウトトカカムム】】認知症のかたの在宅率
【【アアウウトトカカムム】】軽度者（要支援１から要介護１）の要介護度の
維持・改善率
【【アアウウトトカカムム】】近所での助けあい，地域での見守りがあると感
じる人の割合

支えあい会議の効果的な実施 支えあい会議への参加者数（延べ件数） × △
たすけあいサービス団体の支援 たすけあい活動団体数 ◎ ◎
通いの場等の運営支援 通いの場の数（再掲） △ △
フレイル予防ポイント制度を活用した地域の
多様な関係者との連携

フレイル予防ポイント対象事業数の増加 ◎ ◎

Ｋ-Nｅｔ名簿の提供率 〇 〇
支援体制の構築 〇 〇

見守りネットワーク事業 協定締結事業者数 〇 〇
福祉総合相談窓口（断らない総合相談窓
口）の設置

福祉総合相談窓口の実施 〇 〇

地域いきいきセンター運営・整備事業（再
掲）

地域いきいきセンターの設置か所数（再掲） 〇 〇

【【アアウウトトカカムム】】在宅での暮らしを支援する介護サービスが充
実していると感じる人の割合

多様な生活支援サービスの
把握と情報の発信

サービス利用状況や事業者情報の把握と発
信

サービス利用件数（延べ） 〇 〇

地区別研修会の参加者アンケート「理解した」割合 ◎ ◎
介護予防ケアマネジメント研修会の実施 ◎ ◎
主任介護支援専門員研修会の実施 ◎ ◎

柏市介護支援専門員協議会への支援 自立支援及び重度化防止のための啓発 〇 〇
【【アアウウトトカカムム】】認知症の相談先を知っている人の割合

認知症サポーター養成講座 認知症サポーター養成講座受講者数（累計） ◎ ◎
かしわ認知症対応ガイドブックの活用による
普及啓発

かしわ認知症対応ガイドブック配布数（累計） ◎ ◎

予防（認知症になるのを遅
らせる，認知症になっても進
行を緩やかにする）

生活習慣病の予防や社会参加の促進に関
連する取り組み

通いの場の数（再掲） 〇 △

認知症初期集中支援チームによる支援 認知症初期集中支援チーム数 〇 〇
認知症カフェの開催・支援 認知症カフェ参加者満足度 ◎ ◎
認知症相談支援体制の充実 認知症相談件数（延べ） 〇 ◎

認知症バリアフリーの推進 かしわオレンジSOSネットワーク事業 かしわオレンジSOSネットワーク協力事業所数（累計） ◎ ◎

多様な居場所への参加促
進

見守り体制の充実
柏市防災福祉K-Netの支援体制の構築

相談機関の整備

多多様様なな生生活活支支援援ニニーーズズにに対対すするる支支援援

介護支援専門員による効果
的なケアマネジメントへの支
援

地区別研修会・介護予防ケアマネジメント研
修会・主任介護支援専門員研修会の実施

認認知知症症施施策策のの推推進進

認知症の正しい知識と理解
の普及・啓発

医療・ケア・介護サービス・
介護者への支援

フレイルチェックを通じたフレ
イル予防の推進

高齢者の保健事業と介護予
防の一体的実施

多多様様なな社社会会参参加加のの促促進進

地地域域ででのの支支ええああいい体体制制のの推推進進

生活支援体制の充実

基基本本理理念念

高年齢者就労・社会参加の
拡充

生涯現役促進協議会の運営

地域でのボランティア活動
の推進

地域でのボランティア活動の推進

多様な居場所の創出

助助けけがが必必要要ででもも住住みみ慣慣れれたた地地域域でで安安心心ししてて暮暮ららせせるる

すすべべててのの高高齢齢者者がが，，そそのの人人ららししくく，，住住みみ慣慣れれたた地地域域でで安安心心ししてていいききいいききとと暮暮ららせせ
るるままちち　　柏柏

健健康康寿寿命命をを延延伸伸しし，，いいききいいききとと暮暮ららせせるる

フフレレイイルル予予防防・・健健康康づづくくりりのの推推進進

年年度度 年年度度
政政策策目目標標
重重点点施施策策



第
１
部

第
２
章

【【アアウウトトカカムム】】生活に満足していると答えたかたの割合
【【アアウウトトカカムム】】要介護３以上のかたの在宅率
【【アアウウトトカカムム】】家族が就労を続けられる割合
介護老人福祉施設の総定員数（施設数） 〇 〇
介護老人保健施設の総定員数（施設数） 〇 〇
介護医療院の総定員数（施設数） 〇 〇
特定施設入居者生活介護の総定員数（施設数） 〇 〇
認知症対応型共同生活介護の総定員数（事業所数） 〇 〇
小規模多機能型居宅介護の事業所数 △ 〇
看護小規模多機能型居宅介護の事業所数 △ 〇
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所数 △ 〇
事業の周知 △ △
登録者数 △ △
「柏の〇（わ）」の実施回数 〇 〇
「介護のしごと相談会」の来場者数 〇 〇
介護職員初任者研修の補助金交付者数 ◎ 〇
介護職員実務者研修の補助金交付者数 ◎ 〇

人手不足でもサービスの質の維持・向上を実
現するための介護事業者への支援

補助金等による事業者への支援 〇 〇

文書負担削減の取り組み 文書負担削減の取り組み － －
介護関係団体への支援 介護関係団体への支援 〇 〇

【【アアウウトトカカムム】】要介護度の維持・改善率（８０～８４歳）
柏市ケアマネジメントに関する基本方針 関係者への周知 〇 〇

30日以内に要介護(要支援）認定をする割合 △ △
ケアプラン向上プロジェクト(ケアプラン点検）実施回数 〇 △

適正化システムを活用した給付分析 定期点検の実施回数 × △
介護サービス事業所への集団指導の実施 集団指導実施回数 × 〇
介護サービス事業所への個別指導（実地指
導）の実施

介護サービス事業所実地指導割合
（実地指導件数／事業所数）

× －

身体拘束の廃止研修の実施 身体的拘束等に係る研修実施回数 × －
制度の適切な利用等についての周知啓発 介護保険かんたん手引きの配布数 〇 〇

【【アアウウトトカカムム】】在宅医療を受けている人の生活満足度
顔の見える関係会議 会議参加により連携しやすくなると思った医療介護職の割合 〇 ◎

市内の在宅療養支援診療所数 － －
他職種とのコミュニケーションが重要だと理解した者 － －

情報共有システム運用・管理 新規に開設した部屋数 〇 △
訪問看護ステーション基盤強化 訪問看護ステーションに勤務する看護師の常勤換算数 〇 ◎

病院と在宅との連携強化研修会
研修会参加後に「在宅医療へのイメージや考え方に変化が
あった」と回答した病院職員の割合

△ △

看取り体制構築に対する支援 看取りを行う施設数 〇 〇

地域住民への普及啓発 在宅医療啓発事業
通院が困難になった場合に，在宅医療を利用できると知って
いる市民の割合

△ 〇

地域医療拠点（柏地域医療
連携センター）の運営

在宅医療相談 相談を解決した割合 〇 〇

【【アアウウトトカカムム】】住んでいる地域に愛着があると答えた人の割
合
【【アアウウトトカカムム】】地域包括支援センターの相談や問い合わせへ
の対応満足度

介護予防・生活支援サービス事業（介護予
防ケアマネジメント）

要支援者等のケアプランへ多様な社会資源の活用を位置づ
けている割合

〇 ◎

総合相談支援業務 相談件数 〇 〇
地域包括支援センターの活
動評価

地域包括支援センター事業評価の実施 事業評価の実施 ◎ ◎

地域包括支援センターの適
正配置

地域包括支援センターの適正配置 地域包括支援センター常勤職員数 〇 〇

【【アアウウトトカカムム】】身近な相談相手や相談場所がある人の割合
（仮称）柏市権利擁護ネットワーク高齢者部
会運営会議の開催

（仮称）柏市権利擁護ネットワーク高齢者部会の構成団体等 〇 ◎

地域包括支援センターでの相談・対応 高齢者虐待対応の終結割合 ◎ ◎
高齢者緊急一時保護事業 高齢者緊急一時保護件数 ◎ ◎
成年後見制度に関する相談 成年後見に関する相談件数 〇 ◎
市民後見人の育成，活動支援 市民後見人の受任件数 〇 ◎
成年後見制度利用促進のための中核機関
の設置

後見人等候補者調整会議の取扱件数（高齢者） 〇 〇

防犯講習会実施回数 △ △
60歳以上の高齢者からの消費生活相談件数 〇 ◎
【【アアウウトトカカムム】】住んでいる地域に愛着があると答えた人の割
合（再掲）

超高齢社会のまちづくりモ
デル

産官学で取り組む先進的なまちづくり － 〇 〇

生活支援体制を整備するための，多様な組
織との連携

支えあい会議の開催数 〇 〇

地域共生社会の実現 地域いきいきセンターの設置か所数（再掲） 〇 〇
住まいの確保や住まいの選択を支援する体
制整備

高齢者人口に対する高齢者向け住宅等の供給割合 〇 〇

高齢者の外出や社会参加を促進するための
まちづくり

ノンステップバスの導入率 〇 〇

関係団体等との連携体制の
整備

都市・交通政策部門との連
携

在在宅宅医医療療・・介介護護のの連連携携のの推推進進

在宅医療・介護多職種連携
の向上

在宅医療推進のための多職種連携研修会

在宅医療提供体制の整備

意意思思がが尊尊重重さされれ自自立立ししてて暮暮ららせせるる

権権利利擁擁護護のの充充実実

高齢者虐待防止の相談支
援

成年後見制度の普及啓発

振り込め詐欺や消費者トラ
ブルの未然防止

振り込め詐欺や消費者トラブルの未然防止

介介護護度度がが重重度度ででああっっててもも望望むむ暮暮ららししをを選選択択ででききるる

介介護護ササーービビスス等等のの基基盤盤整整備備

介護サービスの整備

施設・居住系介護サービスの公募による整備

在宅での暮らしを支えるサービスの整備

在宅福祉サービスの実施

介護人材の確保

地地域域包包括括支支援援セセンンタターーのの機機能能強強化化

総合相談支援機能の充実

多多様様なな主主体体ととのの地地域域づづくくりりのの推推進進

介介護護保保険険制制度度のの持持続続可可能能性性のの確確保保

介護保険事業の適正な運
営

介護給付の適正化の推進

介護人材確保対策事業

介護資格取得の受講費用に対する補助



第３章 計画策定の方向性

年（平成 年）の介護保険法の一部改正により，高齢者施策における大きな柱と

なっている「地域包括ケアシステムの深化・推進」，「介護保険制度の持続可能性の確

保」の実現に向け，本計画においては，「計画策定の背景・課題」（第２章）を踏まえ，

具体的に取り組むべき方向性を次のとおり整理しました。

計画策定の背景・課題

社会背景 ／ 国の動向 ／ 柏市の上位計画 ／ 現状分析

健康寿命の延伸

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１

◆少子高齢化（高齢者の高齢化）
◆ 問題等，複合化する課題
◆高齢者を狙った犯罪
◆自然災害，新型感染症

社会環境の変化への対応

◆要介護認定者・給付費の増加
◆基盤整備，人材確保
◆家族の就労の継続
◆在宅医療・介護連携の推進
◆事業所支援（介護現場の生産性の向上）

医療・介護ニーズへの対応

支えあいによる地域づくり

◆市民主体の取り組み
◆現役世代からの健康意識の向上
◆生活習慣病の予防
◆高齢者の社会参加の促進

◆多様な生活支援ニーズへの対応
◆多様な主体の連携
◆担い手の確保
◆認知症への対応

検討検討

計画策定の

方向性

第
１
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第
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本市では，介護保険制度の持続可能性の確保に向けて，健康寿命を延伸していくために，

高齢者が主体となってフレイル予防や生活習慣病対策に取り組めるよう事業を進めてまいり

ました。その結果，フレイル予防ポイントカードを利用する市民数は２万人を超え，フレイ

ルチェック講座の開催を希望する団体が増えました。フレイル予防ポイントカードは 歳

以上を対象としていることから，現役世代の健康意識向上にも資するものであると考えてい

ます。また，一方で，健康の維持につながるいきがいづくりにおいては，新型コロナウイル

ス感染症の影響を大きく受けたものが多く，友人・知人と会う頻度が高いかたの割合も低下

する結果となりました。今後も社会情勢などの動向を注視しながら，一人ひとりが主体的に

生活習慣病やフレイル予防に取り組むことができるよう，あらゆる世代への働きかけを進め

てまいります。

健康寿命の延伸

Point

●本市の健康寿命（要介護２以上になるまでの期間）は，2022年（令和４年）現在，男性

81.1歳，女性85.0歳であり，男性82.5歳，女性88.2歳の平均寿命から1.4～3.2歳の差があり

ます。一方，千葉県平均と比較すると，男性では0.9歳，女性では0.6歳上回っており，県内

全市町村の中でも健康寿命が長いという結果が出ています。また，幸福感のあるかたが比較

的多く，こころの健康状態も良い状況であると考えられます。

●65歳以上で「フレイルあり」と判定されたかたの割合は17.0％で，３年前の調査と比較する

と，1.5ポイント少なくなっています。また，他市町村の平均と比較しても，1.9ポイント少

なくなっています。

●趣味やボランティア等の会・グループに月１回以上参加しているかたの割合は，すべての項

目で他市町村と比べ高い結果が出ています。特にスポーツ関係は他市町村の平均より5.4ポ

イント高く，活発に取り組まれている様子が読み取れます。

●フレイルチェックの参加者について分析したところ，参加者が非参加者と比べ，自立期間

（介護認定を受けるまでの期間）が１年長い結果となり，より多くの高齢者がフレイル

チェックに参加することが望ましいと考えられます。

●後期高齢者医療健診受診率は2021年度（令和３年度）40.4％と，県内平均32.8％と比較し

高くなっています。特定健診受診率は43.9％と，全国平均36.4％と比較し，高い状況ではあ

りますが，国から示されている目標値は60％ですので，さらなる受診率向上の取り組みが

必要です。

●友人・知人と会う頻度が高いかたの割合は，2019年度（令和元年度）より4.8ポイント少な

い61.5％となり，新型コロナウイルス感染症の影響などが考えられます。

本本市市のの強強みみ・・特特色色

ここれれかかららのの課課題題
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支えあいによる地域づくり

本市では，支援を必要としているかたが身近な地域でその人らしい生活を送れる社会を

目指し，柏市重層的支援体制整備事業を進めています。また，地域での活動の担い手や利

用者の確保など，住民主体の支えあい活動への継続的な支援を行うほか，認知症施策の推

進などに取り組んでまいりました。認知症施策については，新型コロナウイルス感染症に

よる影響を受け，認知症サポーター養成講座の受講キャンセルや開催延期が発生しました

が，地域包括支援センターと居宅介護支援事業所，介護サービス事業所など多様な主体と

連携し，認知症の普及・啓発に努めました。今後も介護が必要なかたや，認知症高齢者が

増加を続け，さらなるニーズの多様化が見込まれる中，それらの助けが必要なかたが住み

慣れた地域で暮らし続けていくため，支えあいによる地域づくりを進めてまいります。

●生涯現役促進協議会（高年齢者の就労支援等）による求人開拓件数は2022年度（令和４年

度）192件と，2021年度（令和３年度）の141件から約50件増加しています。また，セミ

ナーや窓口の利用者満足度は94％と高い水準を維持しています。

●認知症カフェは2022年度（令和４年度）に60回実施し，2021年度（令和３年度）の33回か

ら倍増させたことにより，多くのかたが参加できる機会を確保することができました。また，

参加者満足度は，2022年度（令和４年度）82.9％と比較的高い水準を維持しています。

●地域への信頼や愛着（ソーシャル・キャピタル（社会的連帯）※）の割合は68.0％と，他市

町村の平均66.0％と比較し，2.0％高くなっています。

●ボランティアのグループに月１回以上参加しているかたの割合は12.6％で，他市町村の平均

と比較すると高くなっていますが，2019年度（令和元年度）の調査と比較すると0.7ポイン

ト減少しており，新型コロナウイルス感染症の影響が考えられます。

●ごみ出しや外出時の付き添い等のインフォーマルなサービスについて，半数以上のケアマネ

ジャーがプランに位置づけたことがあると回答し，また約半数が現在不足しているサービス

にもあげていることから，サービスニーズを満たす担い手の確保が求められています。

●本市の認知症高齢者数は，高齢者数の増加に伴い急増し，2020年（令和２年）と比べて

2025年（令和７年）では約1.2倍，2040年（令和22年）には約1.9倍に増加する見込みです。

●認知症の相談先について，44.6％のかたが「知っている」と答えました。2019年度（令和元

年度）の調査と比較すると2.4ポイント少なくなっており，より周知していく必要性がある

と考えられます。

本本市市のの強強みみ・・特特色色

ここれれかかららのの課課題題

Point

※健康とくらしの調査結果において「地域を信用している」「地域の役に立とうとしている」「地域に愛着がある」と回答したかたの
割合を足したもの。
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本市では，高齢者人口の増加などの社会環境の変化に対応するため，地域包括支援セン

ターなどの機能強化に取り組むほか，生活困窮者・障害者・ひきこもりなどを含む複合課

題を抱えたかたへの対応などを行う柏市重層的支援体制整備事業を進めています。地域包

括支援センターへの相談件数は，新型コロナウイルス感染症の影響で減少していましたが，

年度（令和４年度）は１万５千件を超え，徐々に増加してきました。高齢化の進行に

より，今後も相談件数の増加が見込まれることから，関係機関と連携を深めていくととも

に，相談先や取り組みの周知・啓発を継続して行ってまいります。また，近年，高齢者を

狙った詐欺の増加や，ゲリラ豪雨・地震，新型感染症の発生など，多発する自然災害など

により，高齢者が日常生活において不安に直面する機会が多くなっています。今後も変化

を続ける社会環境の中においても，高齢者が地域で安心して暮らせるまちづくりを進めて

まいります。

社会環境の変化への対応

●地域の中で安心して生活できていると感じているかたの割合は84.3％となっており，2019年度（令和

元年度）と比較すると，1.1ポイント増加しています。

●身近な相談相手や相談場所があるかたの割合は94.5％と，高い水準で推移しており，今後高齢者

数が増加していく中でも，安心して相談できる場所の充実を図っていく必要があります。

●地域包括支援センタ ー及び中核機関における成年後見制度に関する相談は年々増加し，2022年

（令和４年）には494件となっています。また，市民後見人の受任件数も15件となるなど，高齢者の

権利擁護に関する取り組みが進んでいます。

●2022年（令和４年）現在，後期高齢者数は59,422人で高齢者人口の53.1％となり，前期高齢者数

を上回っています。80歳以上の認定率は39.2％となり，80歳以上の2.6人に１人は介護サービスを

利用していることから，80歳以上人口がピークに達すると予想される2030年（令和12年）に向けて，

相談支援体制をより一層充実させる必要があります。

●特殊詐欺被害は年々増加しており，2021年（令和３年）には93件，2022年（令和４年）には121件

の被害が発生しています。

●2022年度（令和４年度）の消費生活相談件数は3,781件で，2021年度（令和３年度）の3,428件に

比べ10.3％増加しており，60歳以上の相談件数は1,565件で約４割を占めています。また，ひとり暮

らしや認知症高齢者の増加も見込まれることから，高齢者の消費者トラブルを防ぐための体制強化

が必要です。

Point

本本市市のの強強みみ・・特特色色

ここれれかかららのの課課題題
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医療・介護ニーズへの対応

介護度が中・重度になっても必要なサービスを受けることで，本人やその家族が望む暮ら

しを選択できるよう，本市では介護サービスの基盤整備や在宅医療と介護の連携の推進など

に取り組んでいます。介護人材の確保に向けた取り組みについては，介護施設で働く職員の

研修・交流会「柏の〇 わ 」や「福祉のしごと相談会」を開催しており，初任者・実務者研

修の受講費用の助成についても，助成内容の拡充や事業者への丁寧な周知を行い，助成件数

が年々増加しています。また，在宅医療・介護多職種連携の推進に向けた取り組みについて

は，顔の見える関係会議，研修の実施，情報共有システムの活用等を通じて，強化を図って

います。今後，医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加やそれに伴う給付費のさらな

る増加に対応するため，医療・介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保，医療・介護

の連携強化を進め，最期まで望む暮らしを選択できるような環境を整えてまいります。

●介護度別の訪問診療の利用割合をみると，介護度が高いほど訪問診療の利用割合が多い傾向がみられます。

市内の在宅療養支援診療所及び訪問看護ステーションは10年間で約２倍※に増加しており，希望するかたが

サービスを受けられる環境整備が進んでいます。

●柏市には2021年（令和３年）10月現在，病院が18か所，5,154病床あります。また，医師の数（人口10万人あ

たり）は2020年（令和２年）277人と，全国270人，千葉県平均213人と比べて多くなっており， 2016年（平成

28年）の240人と比べても増加するなど，地域の医療体制の充実に向けた整備が進んでいます。

●自宅で最期を迎えるかたの割合は2021年（令和３年）19.7％と，2018年（平成30年）の15.2％と比べて増加し

ており，また，全国17.2％，千葉県19.4％と比べても高くなっています。また，看取り数（人口10万人あたり算定

回数）は2021年（令和３年）91.3％と，2018年（平成30年）の88.1％と比べて増加しています。高齢者が人生

の最期を迎える場所を選択できるよう，環境の整備を進めています。

●要介護認定者数は，2020年度（令和２年度）18,101人，2021年度（令和３年度）18,413人，2022年度（令

和４年度）18,857人と年々増加しており，給付費についても，2020年度（令和２年度）約231億円，2021年度

（令和３年度）約238億円，2022年度（令和４年度）は約250億円と毎年増額しています。高齢者人口が増え

る今後も増加していくことが見込まれます。

●要介護３以上のかたの施設等への入所・入居の検討状況から，約５割のかたが在宅生活の継続を希望してい

ると推察されます。

●厚生労働省が公表した「第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数」 によると，2040年度（令和22

年度）までに千葉県全体で約31,500人の介護職員が不足すると見込まれています。

●ケアマネジャー１人あたりで担当している利用者数は年々増加しており，担当している利用者数について「負担

感を感じている」と回答したかたが約６割であったことから，事務の効率化やケアプランの質の向上に向けた取り

組みが必要となっています。

Point

本本市市のの強強みみ・・特特色色

ここれれかかららのの課課題題
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第４章 第９期プランの目指すもの

第１節 基本理念と基本理念に込めた思い

基 本 理 念

みんなが日々の暮らしを心豊かに，いきいきと生活でき
るまちづくりを目指します。

多様な主体の一人ひとりがもてる能力を最大限に活かし
て，住み慣れた地域をみんなで支えるまちづくりを目指
します。

みんなの尊厳が尊重され，社会から孤立することなく，
将来に希望をもって安心して生活できるまちづくりを目
指します。

みんなが
いきいき
みんなで

地域づくり
みんなの
安心

基 本 理 念 に 込 め た 思 い

基本理念に係る指標

項目 年度 年度 年度 年度

幸福感があるか
たの割合

要介護認定を受けていないかた ％ － －

要介護認定を受けているかた ％ ※ － －

※２種類のアンケートより算出

第
１
部

第
４
章



44

基 本 方 針

計画策定の方向性

健康寿命の延伸 ／ 支えあいによる ／ 社会環境の変化 ／ 医療・介護ニーズ
地域づくり への対応 への対応

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１

健康・いきがい

「健康」で「いきがい」をもって暮らし続けることができるよう，
高齢者が主体的に介護予防に取り組み，健康寿命を延伸する。

１

「医療・介護」が必要な高齢者や家族が，望む暮らしを選択・継続で
きる環境を整える。

医療・介護4

社会環境が目まぐるしく変化していく中でも，すべての高齢者が「安
心」して「暮らせる」環境を整える。

くらし・安心3

つながり・支えあい

「支える側・支えられる側」という関係を超えて，地域住民が「つな
がり」あい，見守りあう地域づくりを進める。

2



「健康」で「いきがい」をもって暮らし続けることができるよう，高齢者が
主体的に介護予防に取り組み，健康寿命を延伸する。

健康・いきがい
１

フレイル予防・健康づくりの推推フレイル予防・健康づくりの推進

生活習慣病の重症化予防やフレイル状態の進行防止の取り組みを進め

るため，地域特性に応じた効果的，効率的なフレイル予防を推進してい

きます。

ポイント

指 標

高齢者への保健事業

と介護予防事業を一体

的に捉えて取り組むこ

とにより，生活習慣病

の重症化やフレイル状

態の進行を緩やかにし，

高齢者の の維持向

上を図ります。

事業⇒

項 目 年度 年度 年度 年度

初めて介護が必要になる
かたの平均年齢

歳 歳 歳 歳

フレイル予防の推進 高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施

いきがいづくりの推進

フレイルチェックなど

を活用してフレイル予防

の普及・啓発を行うとと

もに，地域包括支援セン

ター等の関係機関と連携

し，地域における市民主

体の多様なフレイル予防

活動を推進します。

事業⇒

高齢者の居場所や仲間

づくり，健康増進などを

支援することで，一人ひ

とりがいきがいをもって

豊かな生活を送る支援を

行います。

事業⇒

主な取り組み

目標

１ー１施 策

基 本 方 針

重 点

第
１
部

第
４
章



「支える側・支えられる側」という関係を超えて，地域住民が「つなが
り」あい，見守りあう地域づくりを進める。

就労や社会参加，地域での自主活動やボランティア活動などが活発に

行われ，インフォーマルなサービスなどとも連携した助けあいや支えあ

いの取り組みにより，地域住民がつながりあえる支援を行います。

ポイント

指 標

高年齢者の主体的・継続的な

活動や社会参加のきっかけとな

るよう，それぞれの能力や意欲

に応じていつまでも地域の支え

手として活躍できる環境を整え

ます。シルバー人材センターな

どの関係機関と連携し，高年齢

者の就労・社会参加を推進しま

す。

事業⇒ ・

項 目 年度 年度 年度 年度

地域への信頼や愛着（ソ
ーシャル・キャピタル
（社会的連帯）※）

％ － ％ －

住民同士が支えあえる地域づくり 高年齢者就労・社会参加の拡充

一人ひとりの高齢者が住み慣

れた地域で暮らしていけるよう，

多様な団体や民間企業と連携し，

住民同士が支えあえる地域づく

りを推進します。

事業⇒

主な取り組み

つながり・支えあい
目標

※ 健康とくらしの調査結果において「地域を信用している」「地域の役に立とうとしている」
「地域に愛着がある」と回答したかたの割合を足したもの。

多様な主体の連携による地域づくりの推進多様な主体の連携による地域づくりの推進

２ー１施 策

基 本 方 針
第
１
部

第
４
章



認知症に対する理解を促進するとともに，地域で本人や家族が自分ら

しく暮らせるよう，見守りや相談窓口の周知，早期発見・早期対応によ

る重度化防止の取り組みを推進していきます。

ポイント

地域包括支援センター

への認知症地域支援推進

員の配置や，かしわオレ

ンジＳＯＳネットワーク

の推進，各種相談窓口と

の連携により，地域で暮

らす認知症のかたや介護

者の日常生活を地域で見

守り，孤立しないよう状

況に応じた支援につない

でいきます。

事業⇒ ・

認知症理解の促進 認知症のかたと介護者
の見守り体制の充実

早期発見・早期対応

市民や企業への認知

症サポーター養成講座

の実施やかしわ認知症

対応ガイドブックの活

用，ＳＮＳ配信などに

より認知症相談窓口を

広く周知することで，

認知症になっても安心

して暮らし続けること

ができるまちづくりを

推進します。

事業⇒

高齢者やその家族が

認知症から生じるもの

忘れサインにいち早く

気づき，相談や医療に

早期につながるよう，

認知症簡易チェック

ツールの活用を促進す

るとともに，相談体制

の充実を図ります。

事業⇒

項 目 年度 年度 年度 年度

認知症の相談先を知って
いるかたの割合 ％ － ％ －

主な取り組み

指 標

つながり・支えあい
目標

「支える側・支えられる側」という関係を超えて，地域住民が「つなが
り」あい，見守りあう地域づくりを進める。

ｃ

２ー２施 策

認知症施策の推進認知症施策の推進

重 点

基 本 方 針
第
１
部

第
４
章



相談支援体制の充実相談支援体制の充実

複雑・多様化した様々な課題の解決にあたっては， 年度（令和

４年度）から開始した柏市重層的支援体制整備事業や従来からのネット

ワークを活用し，適切な支援を行います。

ポイント

社会環境が目まぐるしく変化していく中でも，すべての高齢者が「安
心」して「暮らせる」環境を整える。

ひとつの相談窓口では

対応が難しい複雑化・複

合化した課題について，

分野横断的に包括的な相

談支援を行うとともに，

必要に応じて関係機関の

コーディネートを行いま

す。

事業⇒

地域包括支援センターの
適切な運営

福祉の総合相談窓口の運営 地域いきいきセンターの運営

今後も増加が見込まれる

高齢者への支援を細やかに

行えるよう，地域包括支援

センターの適切な運営に向

けた取り組みを推進し，地

域における相談支援体制の

充実を図ります。

事業⇒

身近な福祉の窓口とし

て，相談支援，地域づく

りを推進します。

また，複雑・複合的な

課題を抱えた世帯に対し，

包括的な支援を行うため，

多機関協働の仕組みづく

りを構築します。

事業⇒

項 目 年度 年度 年度 年度

地域包括支援センターの相談
や問い合わせへの対応満足度 ％ ％ ％ ％

主な取り組み

指 標

くらし・安心
目標

３ー１施 策 重 点

基 本 方 針
第
１
部

第
４
章



犯罪や消費者トラブル，災害などから高齢者を守り，安心して地域で

暮らし続けられるよう，地域住民や関係機関が連携し，必要な支援を行

います。

ポイント

それぞれの高齢者が住み慣れた地

域で，充実した暮らしやそのかたら

しい生き方を選択できるよう，住ま

いの確保や交通環境の構築，在宅で

生活していくための支援など，暮ら

しに寄り添ったサービスを行います。

事業⇒

防災・防犯の強化 暮らしの支援

高齢者の犯罪被害は喫緊の課題で

あることから，特殊詐欺や消費者ト

ラブルを未然に防ぐための取り組み

を推進します。また，災害に備えた

個別避難計画や介護施設等の業務継

続計画の策定を計画的に進めていき

ます。

事業⇒

主な取り組み

指 標

項 目 年度 年度 年度 年度

地域の中で安心して生活
できているかたの割合 ％ － ％ －

くらし・安心
目標

社会環境が目まぐるしく変化していく中でも，すべての高齢者が「安
心」して「暮らせる」環境を整える。

ｃ

３ー２施 策

安心して暮らせるまちづくりの推進安心して暮らせるまちづくりの推進

重 点

基 本 方 針
第
１
部

第
４
章



独居の高齢者や認知症高齢者が増加していく中でも，それぞれの高齢

者の尊厳が守られ，自分らしく暮らし続けるために権利擁護の充実を図

ります。

施

ポイント

認知症等により判断能力が十分

でないかたの権利を守るため，地

域包括支援センター及びかしわ福

祉権利擁護センターに設置する中

核機関において，成年後見制度の

周知啓発を行います。

事業⇒ ・

高齢者虐待への対応 成年後見制度の普及啓発

高齢者虐待の防止や早期発見・

対応に向けて，柏市権利擁護ネッ

トワーク会議（高齢者部会）を開

催し，関係機関との連携を強化す

るとともに，相談機関の周知啓発

に努めます。

事業⇒

項 目 年度 年度 年度 年度

身近な相談相手や相談場所
があるかたの割合 ％ － ％ －

成年後見制度を知っている
かたの割合

％ － ％ －

主な取り組み

指 標

くらし・安心
目標

社会環境が目まぐるしく変化していく中でも，すべての高齢者が「安
心」して「暮らせる」環境を整える。

３ー３施 策

権利擁護の充実権利擁護の充実

基 本 方 針
第
１
部

第
４
章



「医療・介護」が必要な高齢者や家族が，望む暮らしを選択・継続できる
環境を整える。

介護サービス等の基盤整備介護サービス等の基盤整備

介護度が中・重度になっても，能力に応じて自立した日常生活を送り，

本人やその家族が望む暮らしを最後まで選択できるよう，必要な介護サー

ビスが安定的に提供できる基盤整備を進めます。

４ー１施 策

ポイント

介護サービス施設等の整備 介護人材の確保・定着

将来的な高齢者人口の増加や生産年

齢人口の減少を見据え，新たな介護人

材の確保を図るとともに，サービスの

質の向上や離職防止，介護サービス事

業所における負担軽減や業務効率化な

ど，様々な施策を組み合わせて取り組

みを進めます。

事業⇒

項 目 年度 年度 年度 年度

ケアマネジャーが充足
させるべきと感じるサ
ービスの平均割合

％ － ％ －

人材不足と感じる事業
所の割合

％ － ％ －

主な取り組み

これまでの整備状況や地域の実情，

有料老人ホームなどの高齢者向け住ま

いの整備状況なども踏まえて，中長期

的な視点とともに，入所・居住系サー

ビスと在宅での暮らしを支えるサービ

スのバランスを考慮して整備を進めま

す。

事業⇒

指 標

医療・介護
目標

重 点

基 本 方 針
第
１
部

第
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高齢者数が増加していく中でも，介護保険制度の持続可能性を確保す

るため，介護保険事業の質の向上に向けた取り組みや事業所への支援を

進めます。

４ー２施 策

ポイント

介護保険事業の質の向上 介護サービス事業所等への支援

介護保険事業の運営を適切に行う

ため，認定調査の迅速かつ適切な実

施や介護給付の適正化を進めるとと

もに，介護サービスの質の管理・指

導を行い，現場の安全性の確保や介

護サービスの適切な利用を促します。

事業⇒

高齢者の専門的な分野で支援に関

わる介護支援専門員の人材育成及び

介護支援専門員やサービス提供事業

者が，高齢者の自立支援・重度化防

止を適切かつ効果的に実施できるよ

う，多職種・他機関とネットワーク

を構築し，介護が必要になっても安

心して生活を送れるよう支援します。

事業⇒

介護保険制度の持正な運営介護保険制度の適正な運営

項 目 年度 年度 年度 年度

介護度の維持・改善率
（ 歳から 歳まで） ％ － ％ －

主な取り組み

指 標

医療・介護
目標

「医療・介護」が必要な高齢者や家族が，望む暮らしを選択・継続できる
環境を整える。

ｃ

基 本 方 針
第
１
部

第
４
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在宅医療・介護連携の推進在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の多職種連携強化を引き続き図るとともに，在宅医療提供

体制の整備に努め，本人やその家族が望む暮らしを最後まで選択できる

よう，様々な取り組みを進めます。
ポイント

指 標

医療と介護の多職種連携強化 在宅医療提供体制の整備

顔の見える関係会議，在宅医療推進
のための多職種連携研修会などの開催
や，情報共有システムの運用などを通
じて，多職種連携強化を推進します。

事業⇒ 

訪問看護ステーションの 時間対応
体制の強化を目的とした補助事業，看
取り体制構築に向けた高齢者施設等支
援の取り組みなどを通じて，在宅医療
提供体制の整備に努めます。

事業⇒ 

市民啓発の充実 相談支援体制の継続

情報紙の発行や，地域への出前講座
などを通じて，療養生活における選択
肢としての在宅医療の認知度向上を図
るとともに，アドバンス・ケア・プラ
ンニング（ ）の大切さについて情
報提供に努めます。

事業⇒ 

市民や多職種からの在宅医療・介護
に関する様々な相談に対し，適切な情
報提供と必要な調整や支援を行い，市
民の不安解消と多職種連携の推進を図
ります。

事業⇒ 

項 目 年度 年度 年度 年度

在宅医療利用者（本人）の
サービス満足度

％ － ％ －

主 な 取 り 組 み

医療・介護
目標

「医療・介護」が必要な高齢者や家族が，望む暮らしを選択・継続できる
環境を整える。

ｃ

４ー３施 策 重 点

基 本 方 針
第
１
部

第
４
章





第２部
各論

資料●

第２部





各論の見方

各論では，第９期計画期間中に取り組む各事業を掲載しています。
各事業の見方は以下の通りです。

第
２
部

各
論

事業の進捗を測る数値指標（事業量）を記載しています。
指標：事業の進捗状況を測る基準となる項目及び目指す方向性

（増加・維持・減少）
年度： 年度（令和４年度）の実績値

～ 年度：第９期期間中における目標値

事業の所管課
もしくは所管
組織を記載し
ています。

各事業の内
容を説明し
ています。

各事業を
通し番号で
記載してい
ます。



第１章 健康・いきがい
第１節 フレイル予防・健康づくりの推進

フレイル予防の推進

２ フレイルチェックの普及・啓発 担当：地域包括支援課

フレイルへの気づきを促し，フレイル予防に取り組むきっかけとなるよう，通いの場や地域
包括支援センターの講座等においてフレイルチェックを実施します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

フレイルチェック講座の参加者数 人 人 人 人

１ 市民・関係機関と連携したフレイル予防の推進 担当：健康政策課

市民がフレイル予防に主体的に取り組めるよう普及・啓発を図るとともに，関係機関と連携し
て効果的な活動につながるよう支援します。

３ フレイル予防サポーターの育成・支援 担当：地域包括支援課

フレイル予防サポーターがフレイルチェックを中心としたフレイル予防活動に主体的に取り組
めるよう育成・支援を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

フレイル予防サポーターの活動
回数

回 回 回 回

４ 住民主体のフレイル予防活動への支援 担当：地域包括支援課

通いの場やサロン活動等の住民主体の活動においてフレイル予防に取り組めるよう，出前講座
の講師派遣を行います。また，フレイル予防に取り組む市民団体の活動を支援します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

フレイル予防・健康づくり出前
講座の実施回数

回 回 回 回

５ かしわフレイル予防ポイント制度 担当：地域包括支援課

かしわフレイル予防ポイントカード
※
の活用を通じて，フレイル予防に取り組む市民が増える

よう普及啓発を図ります。また，市民それぞれが希望する活動にポイントを付与しやすい環境整
備を進めます。

※ 歳以上の市民で希望するかたに発行するカードで，市が指定する健康づくりやボランティア活動に参加することで
ポイントを貯めることができる。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

かしわフレイル予防ポイント制度
に登録してフレイル予防に取り組
む 歳以上の市民の数

人 人 人 人
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

７ 後期高齢者の健康診査やフレイルチェックを活用した
介護予防 担当：地域包括支援課

後期高齢者健康診査等におけるフレイルハイリスク者へアプローチし，フレイル予防につなげ
るため，介護保険データや国保データベース（ ）システム等を分析し，地域の健康課題に応
じた支援を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

後期高齢者健康診査におけるフレイ
ルハイリスク者へのアプローチ件数

件 件 件 件

６ 生活習慣病の予防及び重症化予防 担当：健康増進課

特定健康診査・ 歳以上の健康診査により，特定保健指導や重症化予防事業を実施し，生活習
慣病の発症と重症化を予防します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

特定健康診査受診率

いきがいづくりの推進

高齢者団体への支援 担当：高齢者支援課

高齢者の仲間づくりを通じて，いきがいづくりや健康の増進等を図るため，地域福祉活動に貢
献するシニアクラブの活動団体に対して支援します。
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８ 老人福祉センターの管理運営 担当：高齢者支援課

高齢者がお互いの親睦を図り，各種の相談や教養の向上，レクリエーション，介護予防に役立
つ講座などを実施し，高齢者の健康で豊かな生活を支援します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

新規利用登録者数 人 人 人 人※

※ 市内３施設ある老人福祉センターのうち，柏寿荘は 年度（令和８年度）は改修工事による休館予定のため，
当該年度の指標はこれを考慮しています。



第２章 つながり・支えあい

第１節 多様な主体の連携による地域づくりの推進

住民同士が支えあえる地域づくり

たすけあいサービス団体の支援 担当：地域包括支援課

団体の運営支援や地域支えあい推進員を通じて住民主体による活動の実施方法等の提案を行い
ます。また，高齢者の活躍の場としての周知を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

たすけあいサービス団体活動者数 人 人 人 人

地域でのボランティア活動の推進 担当：柏市社会福祉協議会

地域活動やボランティア活動の拡充と活性化を図るため，市民一人ひとりの福祉意識の醸成と
講座等の実施による人材育成，支えあいの活動を支援します。

高年齢者就労・社会参加の拡充

生涯現役促進協議会の運営 担当：健康政策課

高年齢者の雇用・社会参加機会の確保を促進する「柏市生涯現役促進協議会」へ参画し，同協
議会事務局への支援等を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

求人開拓件数 件 件 件 件

支えあい会議の効果的な実施 担当：地域包括支援課

支えあい会議を通じて，地域の多様な関係者，団体，企業とのネットワークを形成し，情報共
有及び連携・協働による活動の協議を行います。

第
２
部

第
２
章



かしわフレイル予防ポイント制度による地域づくりの推進 担当：地域包括支援課

かしわフレイル予防ポイント制度を活用することで地域活動の活性化と参加者の増加を目指し，
健康づくりやボランティア活動を行う団体に制度活用の普及啓発を図ります。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

かしわフレイル予防ポイント対象
事業数

件 件 件 件

第２節 認知症施策の推進

認知症理解の促進

認知症サポーター養成講座 担当：地域包括支援課

認知症サポーター養成講座の実施により，認知症を正しく理解した応援者「かしわオレンジフ
レンズ」を増やし，認知症にやさしいまちづくりを進めます。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

認知症サポーター養成講座受講者数 人 人 人 人

かしわ認知症対応ガイドブックの活用による普及啓発 担当：地域包括支援課

認知症になっても安心して暮らし続けられるよう，かしわ認知症対応ガイドブックの活用によ
り，認知症状に応じた対応方法等の周知を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

かしわ認知症対応ガイドブック配布
数

部 部 部 部

認知症のかたと介護者の見守り体制の充実

かしわオレンジ ネットワーク事業 担当：地域包括支援課

認知症などにより徘徊で行方不明になる可能性のあるかたの情報をあらかじめ柏警察署と共有
し，行方不明となった場合には，市民，警察及び協力事業者と連携し，早期発見に努めます。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

かしわオレンジ ネットワーク
協力事業所数

か所 か所 か所 か所
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認知症カフェの開催・支援 担当：地域包括支援課

認知症のかたとその家族，地域住民が集い，認知症のかたと家族を支える居場所や介護者同士
の情報交換の場として，認知症カフェの開催・運営を支援します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

認知症カフェの参加者満足度 ％ ％ ％ ％

早期発見・早期対応

かしわもの忘れチェックの利用による重度化の予防 担当：地域包括支援課

高齢者やその家族が認知症から生じるもの忘れのサインにいち早く気づき，相談や医療へ早期
につながるよう，かしわもの忘れチェックシートを活用し，周知・啓発します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

かしわもの忘れチェックシートの
配布数

部 部 部

認知症相談支援体制の充実 担当：地域包括支援課

認知症のかたやその周囲のかたなどの相談窓口として，地域包括支援センターを周知し，早期
発見や早期対応につなげます。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

認知症相談件数（延べ） 件 件 件 件

認知症初期集中支援チームによる支援 担当：地域包括支援課

早期に認知症の鑑別診断が行われ，速やかに適切な医療・介護等が受けられるよう，認知症初
期集中支援チームによる支援を行います。
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第３章 くらし・安心

第１節 相談支援体制の充実

地域包括支援センターの適切な運営

介護予防・生活支援サービス事業（介護予防ケアマネジメント） 担当：地域包括支援課

要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者に対して，訪問型サービス，通所型サー
ビス，その他インフォーマルサービスを含めた適切なサービスが提供されるよう必要な援助を行
います。

機能強化に向けた事業評価 担当：地域包括支援課

地域包括支援センターが適切に機能していくため，センターによる自己評価，市による行政評
価及び利用者や民生委員等の関係者へのアンケートを行うことで，センター運営の評価を行いま
す。

福祉の総合相談窓口の運営

福祉の総合相談事業 担当：福祉政策課

年代や性別を問わず，福祉に関わる様々な悩みごとを受け止める「断らない相談窓口」を設置
し，対応が難しい複合化・複雑化した課題等については，各相談支援機関の連携による支援が行
えるようコーディネートを行います。

地域いきいきセンターの運営

地域いきいきセンターの運営 担当：柏市社会福祉協議会

分野を問わない福祉の初期相談窓口や地域活動の支援など，多様な機関との連携を通じて地域
住民のかたへの伴走支援や複合的な課題解決に向けたつなぎ，連携支援等を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

地域いきいきセンター設置数 か所 か所 か所 か所

総合相談支援業務 担当：地域包括支援課

地域の身近な相談窓口として，支援が必要な高齢者や家族等の状況について的確に把握し，相
談内容に即した情報提供や関係機関の紹介等を行います。
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第２節 安心して暮らせるまちづくりの推進

防災・防犯の強化

特殊詐欺の未然防止 担当：防災安全課

特殊詐欺被害を未然に防止するため，特殊詐欺に関する啓発キャンペーン・防犯講話等による
情報提供，及び関係機関との連携強化による高齢者見守り体制の構築に努めます。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

防犯講話実施回数・参加人数
回
人

回
人

回
人

回
人

消費者トラブルの未然防止 担当：消費生活センター

消費者トラブルを未然に防ぐため，消費生活コーディネーター及び地域包括支援センター等，
関連団体との連携強化による高齢者見守り体制の構築に努めるとともに，消費者トラブルに遭っ
たかたへの消費生活相談員による相談事業を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

消費者講座，出前講座の開催回数 回 回 回 回

柏市防災福祉 の支援体制の構築 担当：福祉政策課

名簿を自治会等に提供することで，災害時にひとりで避難することが困難なかた（避難
行動要支援者）が住んでいることを，地域（町会・自治会・区等）のかたに知ってもらい，災害
発生時の安否の確認等の支援に協力してもらう支援体制の構築を推進します。

個別避難計画の作成等 担当：福祉政策課

避難行動要支援者の災害時の円滑な避難の実効性を確保するため，当該避難行動要支援者ごと
に個別避難計画を作成します。

介護事業所における業務継続計画（災害・感染症）の策定 担当：指導監査課

災害や感染症発生時でも介護サービスが安定的・継続的に提供されるために，集団指導や実地
指導により，介護事業所における業務継続計画の作成や訓練等の実施状況を確認します。
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暮らしの支援

高齢者の移動手段の確保
（カシワニクル，ワニバース等） 担当：交通政策課

住民の日常生活における移動手段を確保することを目的とし，市内の公共交通空白不便地域
※

のうち南部地域及び東部地域の一部において，かしわコミュニティバス「ワニバース」（逆井・
南増尾・沼南コース），予約型相乗りタクシー「カシワニクル」を運行します。

※ 公共交通機関の発着場所から一定以上の距離がある地域

地域見守りネットワーク事業 担当：福祉政策課

社会的孤立等を未然に防止し，必要に応じた適切な福祉サービスにつなげるため，配食サービ
ス事業者，ライフライン事業者等の民間事業者に日常の事業活動の中で異変を発見した際の通報
に協力をしていただきます。

在宅福祉サービスの実施 担当：高齢者支援課

高齢者が自宅で安心して生活するため，本市独自の在宅福祉サービス（９事業
※
）を提供しま

す。

※ 介護用品（紙おむつ）給付，緊急通報システム，配食サービス費助成，寝具（ふとん）乾燥消毒・丸洗い，訪問理髪
費助成，送迎費助成，生活支援短期宿泊費助成，要介護高齢者等住宅改造費補助，福祉サービス利用援助事業利用料
助成

買い物困難者への支援 担当：高齢者支援課

見守り活動を推進するとともに，買い物が不便な地域に，市と協定を締結した事業者による移
動スーパーを運行します。

エンディングノート（わたしの望みノート） 担当：柏市社会福祉協議会

これからの人生を考えるきっかけとなるよう柏市版エンディングノート「わたしの望みノー
ト」を配布します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

高齢サービス付き高齢者向け住宅
供給戸数

件 件 件 件

高齢者の居住安定の確保 担当：住宅政策課・福祉政策課

高齢者の多様な住まいの形態のひとつであるサービス付き高齢者向け住宅について，柏市住生
活基本計画に基づき適正な供給を誘導します。また，居住支援の在り方について検討します。
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第３節 権利擁護の充実

高齢者虐待への対応

柏市権利擁護ネットワーク会議（高齢者部会）の開催 担当：地域包括支援課

高齢者の権利擁護支援の強化に向け，柏市権利擁護ネットワーク会議及び柏市権利擁護ネット
ワーク会議（高齢者部会）を開催します。

地域包括支援センターによる相談支援 担当：地域包括支援課

地域包括支援センターが地域住民や関係者等から通報を受け，高齢者及び養護者への相談支援
を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

高齢者虐待対応の終結割合 ％ ％ ％ ％

高齢者緊急一時保護事業 担当：地域包括支援課

養護者からの虐待により生命・身体に重大な危険が生じるおそれがある高齢者や身元不明等の
高齢者に対し，一時的に保護する措置を講じます。

身体拘束の廃止研修の実施 担当：指導監査課

介護サービス事業所等の職員を対象とした身体的拘束等に係る研修を開催し，身体的拘束等の
廃止に係る基礎的な知識から事業所の管理運営方法等を習得してもらうことで，身体的拘束等の
廃止を推進します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

身体的拘束等に係る研修実施回数 回 回 回 回

成年後見制度の普及啓発

成年後見制度に関する相談 担当：地域包括支援課

認知症等により判断能力が低下したかたの権利を守るため，地域包括支援センター及びかしわ
福祉権利擁護センターに設置する中核機関において，相談及び助言を行います。

指標 年度 年年度度 年年度度 年年度度

地域包括支援センター及び中核機関
における相談件数

件 件 件 件
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各論 第３章市民後見人の育成，活動支援 担当：地域包括支援課

市民後見人養成講座やフォローアップ等の実施により，専門職以外の担い手を育成し，成年後
見制度の充実を図ります。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

市民後見人の受任件数 件 件 件 件

成年後見制度利用促進のための中核機関の効果的な運営 担当：地域包括支援課

講座等の開催により市民に成年後見制度の普及啓発を行い，活用を促します。また，かしわ福
祉権利擁護センターに設置する中核機関が一次相談機関である地域包括支援センター等へ積極的
な支援や助言を行います。

第
２
部

第
３
章



第４章 医療・介護
第１節 介護サービス等の基盤整備

介護サービス施設等の整備

在宅での暮らしを支えるサービスの整備
担当：高齢者支援課

高齢者が住み慣れた地域で在宅での生活ができるようにするため，介護サービスの需給状況や
市内の事業所の整備状況などを勘案し，在宅での暮らしを支えるサービスの事業所を公募などに
より整備します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

小規模多機能型居宅介護の事業所数 ９か所 ９か所 ９か所 ９か所

看護小規模多機能型居宅介護の事業
所数

１か所 ２か所 ２か所 ３か所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
の事業所数 ４か所 ７か所 ７か所 ８か所

※ 年度（令和４年度）から 年度（令和６年度）の増加分は，第 期計画期間分の事業所が開所されることを
見込んだもの

入所・居住系サービスの整備
担当：高齢者支援課

高齢者本人やその家族が望む介護サービスを受けられるよう，介護サービスの需給状況などを
勘案し，入所系や居住系サービスの施設などを公募などにより整備します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

特別養護老人ホーム（介護老人福祉
施設）の総定員数（施設数）

人
か所

人
か所

人
か所

人
か所

介護老人保健施設の総定員数
（施設数）

人
か所

人
か所

人
か所

人
か所

介護医療院の総定員数（施設数）
人
か所

人
か所

人
か所

人
か所

特定施設入居者生活介護（介護付有
料老人ホーム等）の総定員数（施設
数）

人
か所

人
か所

人
か所

人
か所

グループホーム（認知症対応型共同
生活介護）の総定員数（事業所数）

人
か所

人
か所

人
か所

人
か所

※ 年度（令和４年度）から 年度（令和６年度）の増加分は，第 期計画期間分の施設などが開所されることを
見込んだもの

参考 その他施設の整備状況（ 年度（令和４年度）末時点）

・養護老人ホーム １施設・定員数 人
・軽費老人ホーム ４施設・定員数 人
・住宅型有料老人ホーム 施設・定員数 人
・サービス付き高齢者向け住宅※ 住宅・戸数 戸

※特定施設入居者生活介護との重複分を除く
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介護資格取得の費用の助成
担当：高齢者支援課

介護人材の確保やスキル向上を図るため，介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の研修
費用を助成します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

介護職員初任者研修の助成金の交付
人数

人 人 人 人

介護福祉士実務者研修の助成金の交
付人数

人 人 人 人

若年層への介護の仕事の理解促進
担当：高齢者支援課

高校生や専門学校生などの若年層に，介護の仕事への理解を深めてもらう取り組みを実施しま
す。

人手不足でもサービスの質の維持・向上を実現するための
介護事業者への支援 担当：高齢者支援課

介護現場の生産性向上や業務効率化を図ることで，人手不足でもサービスの質の維持・向上を
実現するため，介護事業者への支援を実施します。

介護現場のハラスメント対策
担当：指導監査課・高齢者支援課

介護現場における職員間のハラスメントについて，介護サービス事業所が講ずべき措置（相
談・苦情に適切に対応するための体制整備や事業主の方針の明確化等）が適切に実施されている
か確認します。また，利用者からのハラスメントについても，関係団体とともに対策を検討しま
す。

文書負担削減の取り組み
担当：指導監査課

厚生労働省の通知を踏まえ，指定申請や報酬請求，実地指導の際の提出・確認文書において，
「簡素化」「標準化」「ＩＣＴ等の活用」の３つの観点から文書負担の削減に取り組み，事業所
の負担軽減を目指します。

介護人材の確保・定着

介護人材の確保のためのイベントの実施
担当：高齢者支援課

新たに介護人材を確保するため，合同就職相談会を開催します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

「福祉のしごと相談会」の来場者数 人 人 人 人
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第２節 介護保険制度の適切な運営

介護保険事業の質の向上

介護給付の適正化の推進
担当：高齢者支援課

要介護認定を迅速かつ適切に実施し，また要介護認定者が必要とするサービスが過不足なく適
切に提供されるよう事業者に促すことで，介護に必要な費用の適正化を図ります。

１ 要介護（要支援）認定の適正な実施
認定調査員研修や介護認定審査委員研修を通じ，要介護（要支援）認定の平準化・迅速化の
取り組みを継続して行います。

２ ケアプラン点検 住宅改修の点検，福祉用具購入・貸与調査
ケアプラン作成技術の向上を目的としたケアプラン向上プロジェクトを行うことにより，介
護支援専門員の資質向上を支援するとともに，住宅改修及び福祉用具購入の申請における有
資格者による審査を行うことにより，適正なサービス提供につなげる取り組みを継続して行
います。

３ 縦覧点検及び医療情報との突合
国保連合会が提供する縦覧点検データ及び医療費との突合データを使用し，不適正な給付に
ついて事業者に修正を求める取り組みを継続して行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

日以内に要介護（要支援）認定
をする割合

％ ％ ％ ％

ケアプラン向上プロジェクト受講
者アンケート「今後の作成に寄与す
るか」の平均得点（５点満点）

点 点 点 点

住宅改修・福祉用具の申請における
専門職による審査実施割合

％ ％ ％ ％

縦覧点検・医療費突合で不適正な給
付として問い合わせを実施した請求
のうち，過誤につながった割合

％ ％ ％

柏市ケアマネジメントに関する基本方針
担当：高齢者支援課・地域包括支援課

介護サービスを必要とするかたの尊厳の保持と自立支援のため，介護支援専門員や介護事業所，
ボランティア，介護を必要とする本人を含めた，ケアマネジメントに携わるすべての関係者に対
して，基本方針が浸透するよう周知します。

介護サービス事業所への集団指導の実施
担当：指導監査課

介護給付等対象サービスの適正な運営及び保険給付の適正化を図るため，介護サービス事業所
に対して，講義形式で介護保険制度の説明や実地指導の結果に基づく注意喚起等を行う集団指導
を毎年度実施します。
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介護現場の安全性の確保，リスクマネジメントの推進
担当：指導監査課

介護事故の発生・再発防止及び介護サービスの質の向上を図るため，集団指導や実地指導によ
り，施設内の事故防止委員会や研修等の実施状況を確認します。

制度の適切な利用等についての周知啓発
担当：高齢者支援課

介護保険制度の趣旨及び適切な利用の普及を図るため，市民向けパンフレット等の作成・配布，
市民出前講座の実施等により，市民への制度説明を行います。

介護サービス事業所等への支援

介護関係団体への支援
担当：高齢者支援課

介護サービス事業者団体，専門職団体等の関係団体との連携，情報共有に取り組みます。また，
大規模災害や感染症の拡大等の際のリスク対応や，サービスの質の向上を目指し，関係団体相互
の連携支援に取り組みます。

サービス利用状況や事業者情報の把握と発信
担当：地域包括支援課

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス類型ごとに利用状況の分析を行い，適切なサービ
ス利用となるよう，情報発信を行います。

地区別研修会・介護予防ケアマネジメント研修会・
主任介護支援専門員研修会の実施 担当：地域包括支援課

介護支援専門員の人材育成及び介護支援専門員が高齢者の自立支援・重度化防止を適切かつ効
果的に実施できるよう，研修を実施します。

柏市介護支援専門員協議会への支援
担当：地域包括支援課

柏市介護支援専門員協議会との連携を図り，効果的なケアマネジメント支援に向けた情報発信
を行います。

介護サービス事業所への個別指導（実地指導）の実施
担当：指導監査課

介護サービス事業所を個別に訪問し，実地で運営状況及び記録等を確認して法令及び基準等の
適合状況を確認します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

介護サービス事業所実地指導割合
（実地指導件数／事業所数）

４ ％ ％ ％ ％
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第３節 在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の多職種連携強化

顔の見える関係会議
担当：地域医療推進課

顔の見える関係づくりを推進することで，多職種による連携体制の構築を図ることを目的とし，
在宅医療に関わる医療・介護の専門職や，病院・行政等の多職種が一堂に会し，テーマに沿った
グループワークを行い，意見交換を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

多職種と連携しやすくなると感じた
参加者の割合

％ ％ ％ ％

情報共有システム運用・管理
担当：地域医療推進課

在宅医療の利用者に関する各情報を，医療・介護の多職種が効果的・効率的に共有するため，
情報共有システム（通称：カシワニネット）を活用します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

部屋※の新規開設数 か所 か所 か所 か所

在宅医療推進のための多職種連携研修会
担当：地域医療推進課

かかりつけ医の在宅医療参入の動機づけ及び多職種によるチームビルディングの促進を目的と
した研修会を開催します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

市内の在宅療養支援診療所数 か所 増加 増加 増加

病院と在宅との連携強化
担当：地域医療推進課

病院と在宅との相互理解を深め，さらなる連携強化を推進するため， 会議や地域包括ケ
アシステム研修会にて，病院と在宅医療の関係者が一堂に会し，情報共有及び意見交換を行いま
す。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

地域包括ケアシステム研修会参加後
に「在宅医療へのイメージや考え方
に変化があった」と回答した病院職
員の割合

％ ％ ％

※ システム上で多職種が利用者（患者）の状態や日頃の様子等を情報共有する利用者ごとのページ
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在宅医療提供体制の整備

看取り体制構築に対する支援
担当：地域医療推進課

本人・家族の意向に沿った最期を迎えることができるよう，施設看護職員のネットワーク会議
にて，情報共有や意見交換を行います。関係団体や庁内関係部署と連携し，今後の施策について
検討・実施します。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

看取りを行う高齢者施設数 か所 増加 増加 増加

市民啓発の充実

在宅医療啓発事業
担当：地域医療推進課

在宅医療の認知度の向上を図ることを目的とし，在宅医療・介護に係る在宅医療出前講座の実
施，在宅医療情報紙「わがや」の発行等により，市民へ周知啓発を行います。

指指標標 年年度度 年年度度 年年度度 年年度度

通院が困難となった場合，在宅医療
を利用できることを知っている市民
の割合

％ ％ ％ ％

相談支援体制の継続

在宅医療相談
担当：地域医療推進課

必要時関係機関と連携しながら適切な相談支援ができることを目的とし，市民や家族，医療・
介護職からの在宅医療に関する困りごと等に相談員が対応します。
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訪問看護ステーション基盤強化
担当：地域医療推進課

時間 日対応や医療ニーズの高いかたへの対応が可能な訪問看護事業所の増加を推進す
るため，看護職員の増員等に対し，千葉県の制度を活用して補助金を交付します。
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第１章 事業量等の見込みにおける
考え方と流れ

第１節 推計手順

第８期計画期間の被保険者数，要介護認定者数，サービス利用者数，給付費等の実績

第１号被保険者数と要支援・要介護認定者数の推計

居宅（介護予防）サービス，地域密着型（介護予防）サービス，施設サービス利用者数の推計

制度改正による見直し

サービス量・給付費の推計

第１号被保険者が負担する割合

調整交付金交付割合

準備基金等の活用

第１号被保険者の介護保険料で負担すべき事業費（保険料収納必要額）

予定保険料収納率

保険料段階の設定

第９期計画における第１号被保険者の介護保険料基準額
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第２節 財源構成

保
険
料

公
費

第 号被保険

者の保険料

第 号被保険者

の保険料
国

調整交付金※２

県

柏市

保
険
料

公
費

第 号被保険者

の保険料

第 号被保険者

の保険料
国

調整交付金※２

県

柏市

公
費

第 号被保険

者の保険料

国

％

県

柏市

保険料

※１ 施設等給付費とは，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護医療院，特定施設入居者生活介護に係る給付費を指し，
それ以外のサービスに係る給付費は居宅給付費に含まれます。

※２ 公費のうち調整交付金は，市町村間の第 号被保険者の保険料格差を是正するために交付されるものであり，第 号被保険
者に占める後期高齢者の割合や所得分布の状況により５％より多い市町村，少ない市町村があります。本市の第９期期間
中の交付割合の見込みは ％です。

介護予防･日常生活支援総合事業費
の財源構成

包括的支援事業･任意事業費
の財源構成

居宅給付費の財源構成 施設等給付費※１の財源構成

■地域支援事業費の財源

■介護給付費の財源

保
険
料

公
費

第 号被保険

者の保険料

第 号被保険者

の保険料
国

調整交付金※２

県

柏市
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第１節 被保険者数・要介護認定者数の見込み

１ 被保険者数

２ 要介護認定者数

第１号被保険者数

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度 年度

（年
代
別
）

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

第 号被保険者数

要介護認定者数

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度 年度

（介
護
度
別
）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要介護認定者数

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度 年度

（年
代
別
）

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

３ 認定率

第２章 事業量等の見込み

認定率
（第１号被保険者）

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度 年度
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第２節 介護サービス等の事業量の見込み

１ 介護サービス量

第 ９ 期

居宅サービス 年度 年度 年度 年度

訪問介護
（人/月）

（回/月）

訪問入浴介護
（人/月）

（回/月）

訪問看護
（人/月）

（回/月）

訪問リハビリテーション
（人/月）

（回/月）

居宅療養管理指導 （人/月）

通所介護
（人/月）

（回/月）

通所リハビリテーション
（人/月）

（回/月）

短期入所生活介護
（人/月）

（日/月）

短期入所療養介護
（人/月）

（日/月）

福祉用具貸与 （人/月）

特定福祉用具販売 （人/月）

住宅改修 （人/月）

特定施設入居者生活介護 （人/月）

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人 月）

夜間対応型訪問介護 （人 月）

地域密着型通所介護
（人 月）

（回 月）

認知症対応型通所介護
（人 月）

（回 月）

小規模多機能型居宅介護 （人 月）

認知症対応型共同生活介護 （人 月）

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人 月）

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

（人 月）

看護小規模多機能型居宅介護 （人 月）

介護保険施設サービス

介護老人福祉施設 （人 月）

介護老人保健施設 （人 月）

介護医療院 （人 月）

居宅介護支援

居宅介護支援 （人 月）
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第 ９ 期

年度 年度 年度 年度

介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護
（人 月）

（回 月）

介護予防訪問看護
（人 月）

（回 月）

介護予防訪問リハビリテーション
（人 月）

（回 月）

介護予防居宅療養管理指導 （人 月）

介護予防通所リハビリテーション （人 月）

介護予防短期入所生活介護
（人 月）

（日 月）

介護予防短期入所療養介護
（人 月）

（日 月）

介護予防福祉用具貸与 （人 月）

特定介護予防福祉用具販売 （人 月）

介護予防住宅改修 （人 月）

介護予防特定施設入居者生活介護 （人 月）

地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護
（人 月）

（回 月）

介護予防小規模多機能型居宅介護 （人 月）

介護予防認知症対応型共同生活介護 （人 月）

介護予防支援

介護予防支援 （人 月）

２ 介護予防サービス量

３ 介護予防・日常生活支援総合事業量 （単位：人／月）

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度

訪問型サービス

訪問介護相当サービス

訪問型サービス

通所型サービス

通所介護相当サービス

通所型サービス
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第３節 介護保険給付費等の見込み

（１）介護給付費

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護保険施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

居宅介護支援

介護給付費計

（単位：千円／年）
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（２）介護予防給付費
（単位：千円／年）

標準給付費
（単位：千円／年）

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度

介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修

介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防支援

予防給付費計

第
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第 ９ 期

年度 年度 年度 合計 年度

標準給付費見込額

総給付費

特定入所者介護サービス費等給付額
（財政影響額調整後）

特定入所者介護サービス費等給付額

特定入所者介護サービス費等の見直しに
伴う財政影響額

高額介護サービス費等給付額
（財政影響額調整後）

高額介護サービス費等給付額

高額介護サービス費等の見直しに伴う
財政影響額

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

審査支払手数料一件あたり単価（円） －

審査支払手数料支払件数（件）



（ ）地域支援事業費

第 ９ 期

年度 年度 年度 年度

介護予防・日常生活支援総合事業 ①

訪問介護相当サービス

訪問型サービス

訪問型サービス

通所介護相当サービス

通所型サービス

介護予防ケアマネジメント

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

上記以外の介護予防・日常生活総合事業

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）
及び任意事業 ②

包括的支援事業 地域包括支援センターの運営

任意事業

包括的支援事業（社会保障充実分） ③

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

認知症初期集中支援推進事業

認知症地域支援・ケア向上事業

認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業

地域ケア会議推進事業

地域支援事業費計 （① ② ③）

うち上限超過額 －

（内
訳
）

介護予防・日常生活支援総合事業 －

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）
及び任意事業

－

地域支援事業費（上限超過額除く） （ ）

※柏市重層的支援体制整備事業費も含む

（単位：千円／年）
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年度 年度 年度 第 期合計

標準給付費見込み額 （ ）

地域支援事業費
（上限超過額を除く） （ ）

第 号被保険者負担分相当額（ ）

第 号被保険者負担相当額（Ｃ）
＝ 標準給付費見込み額 ＋地域支援事業費（上限超過額を除く） × ％（第１号被保険者負担割合）

保険料収納必要額（ ）
＝ 第１号被保険者負担分相当額 Ｃ ＋ 調整交付金相当額 Ｄ － 調整交付金見込み額

地域支援事業（上限超過額） － 準備基金取崩額

保険料収納必要額について

第１号被保険者の保険料基準額

第１号被保険者負担分相当額 （単位：千円／年）

第９期の第１号被保険者の保険料の基準額（月額）
＝ 保険料収納必要額 ÷ 予定保険料収納率（ ％）
÷ 所得段階別加入割合補正後被保険者数（ 人）（※） ÷ か月 ＝

介護保険料基準額（月額） ＝ ５，８００円

年度 年度 年度 第９期合計

調整交付金相当額 （ ）

調整交付金見込み額 （ ）

地域支援事業費（上限超過額） （ ）

準備基金等取崩額 （ ）

保険料収納必要額 （ ）

（単位：千円／年）

第４節 介護保険料の見込み
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第１号被保険者の保険料収納必要額の算定は以下のとおりです。

はじめに，第９期の３年間における標準給付費見込み額と地域支援事業費（上限超過額を除

く）の総額に第 号被保険者負担割合（ ％）を乗じて，第１号被保険者負担分相当額を求め

ます。

次に，本来の交付割合による調整交付金相当額と，実際に交付が見込まれる調整交付金見込

み額の差，及び，地域支援事業費（上限超過額）を加算します。最後に，準備基金取崩額を差し

引いて保険料収納必要額を算出しています。

※ 所得段階別加入割合補正後被保険者数については に記載



所得段階 区分 負担割合 月額（円） 年額（円）

第１段階
生活保護受給者等
年金＋所得 万円以下
（世帯非課税）

第２段階
年金＋所得 万円超 万円以下
（世帯非課税）

第３段階
年金＋所得 万円超
（世帯非課税）

第４段階
年金＋所得 万円以下
（世帯課税）

第５段階
（基準額）

年金＋所得 万円超
（世帯課税）

第６段階
所得 万円未満
（本人課税）

第７段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第８段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第９段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上 万円未満
（本人課税）

第 段階
所得 万円以上
（本人課税）

所得段階別介護保険料

※第１～５段階の所得は，合計所得から年金所得を引いたものです。
※第１～３段階の割合の括弧内は軽減前のものです。
※月額は目安です。１２月を乗じても年額と一致しないことがあります。
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所得段階 年度 年度 年度 第 期合計

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

合計

所得段階別加入
割合補正後被保
険者数（弾力化を
した場合）※

所得段階別被保険者数（見込み）

第
３
部

第
２
章

（単位：人／年）

※ 基準額を算定する上で，第１号被保険者保険料に不足が生じないよう，所得段階別被保険者数と の負
担割合を乗じたもの





第４部
資料編





計画の策定体制と経過

（ ）柏市健康福祉審議会高齢者健康福祉専門分科会開催概要

開催年月日 主な審議事項

年（令和４年）
７月２１日

第８期柏市高齢者いきいきプラン２１の実績について（令和３年度取り組み編）
第８期柏市高齢者いきいきプラン２１の実績について（令和３年度サービスの
事業量等編）
第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の方向性について

年（令和 年）
月 日

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の方向性について（２回目）
第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の策定に向けた調査について

年（令和 年）
月 日

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の方向性について（３回目）
柏市と他自治体との比較分析について

年（令和 年）
月 日

第８期柏市高齢者いきいきプラン２１の実績について（令和４年度取り組み編）
第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の策定に向けた調査の結果について

年（令和 年）
月 日

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の総論について

年（令和 年）
月 日

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の総論の修正について
第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の各論について
第９期介護保険料における所得段階別の負担割合について

年（令和 年）
月 日

第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の総論・各論の修正について
第９期における保険料に係る推計について
第９期における介護サービスの整備数について

年（令和 年）
月 日

第９期における保険料の設定について
第９期柏市高齢者いきいきプラン２１パブリックコメント実施結果について
指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改
正する省令等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

（２）柏市健康福祉審議会高齢者健康福祉専門分科会委員
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※ ・ 年度 （令和４・５年度）

氏名 所属など 備考

須 田 仁 聖徳大学 会長

中 山 宙 久 柏歯科医師会 副会長

飯 島 勝 矢 東京大学

井 部 泰 子 柏市地域包括支援センター運営協議会

狩 野 宏 樹 柏市介護支援専門員協議会

﨏 久美子 公募委員

平 野 清 柏市医師会

堀 田 き み 柏市非営利団体連絡会

山 名 恵 子 柏市民生委員児童委員協議会

吉 野 一 實 柏市老人福祉施設連絡協議会

渡 部 昭 柏市介護サービス事業者協議会

す だ ひとし

よし の かず み

なか やま ひろ ひさ

いい じま かつ や

か のう ひろ き

やま な けい こ

い べ たい こ

ひら の きよし

ほっ た

さこ く み こ

わた なべ あきら



パブリックコメント

１ 概要 第９期柏市高齢者いきいきプラン２１の策定にあたり，市民からの
意見を盛り込んだ計画にするため，意見募集を行ったもの

２ 意見の募集期間 年（令和５年） 月 日（火）
～ 年（令和５年） 月 日（水）

３ 閲覧方法

（１）紙媒体
高齢者支援課（市役所別館２階），ウェルネス柏２階受付，
柏地域医療連携センター，行政資料室（市役所本庁舎１階） ，
行政資料コーナー（沼南庁舎１階），柏駅前行政サービスセンター，
各近隣センター（ か所），富勢出張所

（２）電子媒体
柏市オフィシャルウェブサイト
※ 説明動画も掲載

４ 意見の提出方法 窓口， 郵送， Ｆ Ａ Ｘ ， Ｗ ｅ ｂ 入力フォーム

５ 実施結果

（１）意見提出者数
２人

（２）意見件数
２件
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本計画に内包した計画

・ 認知症施策推進計画 （ ～ ，事業番号１５～ ）

・ 成年後見制度利用促進計画 （ ～ ，事業番号 ～ ）

・ 介護給付適正化計画 （ ，事業番号 ）



介護保険制度改正の経緯
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第１期
（平成 年度～）

第２期
（平成 年度～）

年（平成１２年）４月 介護保険法施行

第３期
（平成 年度～）

年（平成１７年）改正／ 年（平成１８年）４月等施行
○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが
実施。介護予防事業，包括的支援事業などの地域支援事業の実施）
○施設給付の見直し（食費・居住費を保険給付の対象外に。所得の低い方への補足給付）（平成１７年１０月）
○地域密着サービスの創設，介護サービス情報の公表，負担能力をきめ細かく反映した第１号保険料の設定など

第４期
（平成 年度～）

年（平成２０年）改正／ 年（平成２１年）５月施行
○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス
確保の義務化など

第５期
（平成 年度～）

年（平成２３年）改正／ 年（平成２４年）４月等施行
○地域包括ケアの推進。 時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日常生
活支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）
○介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護
○介護保険事業計画と医療サービス，住まいに関する計画との調和。地域密着型サービスの公募・選考による指
定を可能に。各都道府県の財政安定化基金の取り崩しなど

第６期
（平成 年度～）

年（平成２６年）改正／ 年（平成２７年）４月等施行
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携，認知症施策の推進等）
○全国一律の予防給付 訪問介護・通所介護 を市町村が取り組む地域支援事業に移行し，多様化
○低所得の第１号被保険者の保険料の軽減割合を拡大
○一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ（ 年（平成２７年）８月） など

第７期
（平成 年度～）

年（平成２９年）改正／ 年（平成３０年）４月等施行
○全市町村が保険者機能を発揮し，自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
○「日常的な医学管理」，「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた，介護医療院の
創設
○介護保険と障害福祉制度に新たな共生型サービスを位置づけ
○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割），介護納付金への総報酬割の導入など

第８期
（令和３年度～）

年（令和２年）改正／ 年（令和３年）４月施行
○ ・ 年を見据えたサービス基盤と人的基盤の整備
○地域共生社会の実現
○介護予防・健康づくり施策の充実・推進 地域支援事業等の効果的な実施
○有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化
○認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進
○地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化

第９期
（令和６年度～）

年（令和５年）改正／ 年（令和６年）４月施行
○介護サービス基盤の計画的な整備
・地域の実情に応じたサービス基盤の整備
・在宅サービスの充実
○地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組
・地域共生社会の実現
・デジタル技術を活用し，介護事業所間，医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・介護情報基盤を整備
・保険者機能の強化
○地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上
・ 介護人材を確保するための取組を総合的に実施
・ 生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進，人材や資源を有効に活用
・ 介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進
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サービス種類 サービスの概要

訪問介護（ホームヘルプ）
ホームヘルパーが居宅を訪問し，食事や掃除，洗濯，買い物などの身体介
護や生活援助をします。

訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護

介護職員と看護職員が居宅を訪問し，入浴介護をします。

訪問看護
介護予防訪問看護

疾患などを抱えているかたについて，看護師などが訪問し，療養上の世話
や助言を行います。

訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士，言語聴覚士が居宅を訪問し，リハビリテーショ
ンを行います。

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

医師，歯科医師，薬剤師，管理栄養士などが訪問し，療養上の管理や指導
をします。

通所介護（デイサービス）
通所介護施設で，食事，入浴などの日常生活上の支援や，生活行為向上
のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション
（デイケア）

介護老人保健施設や医療機関などで，入浴などの日常生活上の支援や，
生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護老人福祉施設などに短期間入所して，日常生活上の支援（食事，入浴，
排せつなど）や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
（療養ショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所して，医療上のケアを含む日常生活
上の支援や機能訓練などが受けられます。

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具（車いす，特殊寝台，歩行器な
ど）をレンタルすることができます。（介護度によって対象となる用具が
異なります。）

特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売

腰掛け便座や簡易浴槽など対象となる福祉用具を，指定事業者から購入
したときに，購入費用の一部が支給されます。（上限１０万円，自己負担あ
り）

住宅改修
介護予防住宅改修

手すりの取り付けや段差解消などの対象となる改修をした費用の一部が
支給されます。（上限２０万円，自己負担あり）

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護
（有料老人ホーム等）

介護付有料老人ホームなどに入居している高齢者に，日常生活上の支援
や介護を提供します。

居宅介護支援
介護予防支援
（ケアマネジメント）

ケアマネジャーが，利用者に合った「ケアプラン」を作成し，そのプランに
沿って，安心してサービスを利用できるように，利用者を支援します。（自
己負担無し）。要支援者のケアプラン作成は，地域包括支援センターまた
はケアマネジャーが担当します。

（ ）居宅サービス・居宅介護支援等
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（ ）介護保険施設サービス

サービス種類 サービスの概要

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で，自宅では介護
が困難なかたが入所します。食事，入浴，排せつなどの日常生活介護や
健康管理が受けられます。

介護老人保健施設
症状が安定しているかたに対し，医学的管理のもとで看護，介護，リハビ
リテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション，日常的
介護を一体的に提供し，家庭への復帰を支援します。

介護医療院
長期にわたり療養を必要とするかたを対象に，療養上の管理及び看護並
びに医学的管理のもとに，介護や機能訓練及び日常生活上の世話を行う
施設です。

サービス種類 サービスの概要

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
単身や重度の要介護者のかたが在宅生活を続けられるよう，排せつなど
の身体介護や看護を提供します。訪問介護や訪問看護が連携し，定期的
に自宅へ巡回しながら，必要に応じ２４時間対応します。

夜間対応型訪問介護
時間安心して在宅生活が送れるよう，巡回や通報システムによる夜

間専用の訪問介護サービスです。

地域密着型通所介護 利用定員が１８人以下の事業所により提供される通所介護サービスです。

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

認知症のかたを対象に，食事や入浴，専門的なケアが日帰りで受けられ
ます。

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

通所を中心に，利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み
合わせ，多機能なサービスが受けられます。

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介
護(グループホーム)

認知症のかたが，共同生活をする住宅で，スタッフの介護を受けながら，
食事や入浴などの介護や支援，機能訓練が受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護
（地域密着型特別養護老人ホーム）

定員が２９人以下の小規模な介護老人福祉施設です。食事や入浴，機能
訓練などのサービスが受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護
要介護度が高く，医療ニーズの高い高齢者を対象に，小規模多機能型居
宅介護のサービスに，必要に応じた訪問看護を組み合わせたサービスで
す。

（ ）地域密着型サービス

（４）その他

区分 概要

老人福祉
施設

養護老人ホーム

６５歳以上で，環境上及び経済的な理由により，居宅で養護を受けること
が困難なかたが入所し，養護を受けるとともに自立した日常生活を営み，
社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練，その他の援助を受け
ることを目的とする施設です。

軽費老人ホーム
６０歳以上で，家庭環境，住宅事情などの理由により自宅での生活が困
難なかたが入所し，低額な料金で食事などの日常生活で必要なサービス
を受けることができる施設です。

有料老人ホーム
高齢者が入居し見守りや食事の提供等の日常生活支援を提供すること
を目的とした施設です。【介護付き】と【住宅型】があります。

サービス付き高齢者向け住宅
高齢者住まい法の基準により登録される，医療・介護と連携し，高齢者の
安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
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（ ）介護予防・日常生活支援総合事業

サービス種類 サービスの概要

訪問型サービス
旧介護予防訪問介護に相当するサービス及び緩和された基準（訪問型生活支援サ
ポーター（かじサポ））によるサービスや住民主体サービスによる支援を行います。

通所型サービス
旧介護予防通所介護に相当するサービスを実施するほか，緩和された基準による
サービスや住民主体サービスの導入の検討を行います。

その他の生活支援サービ
ス

地域における自立した日常生活の支援のため，訪問型及び通所型サービスと一体
的に行われる配食・見守りサービス等の検討を行います。

介護予防ケアマネジメン
ト

要支援者等に対する心身の状態やその置かれている環境に応じて，本人が自立した
生活を送ることができるようケアプランを作成します。

事 業 事業の概要

介護予防把握事業
地域包括支援センターや民生委員等を通じた高齢者情報の把握や，保健事業等を
通じて対象者を把握します。

介護予防普及啓発事業
フレイルチェックを通じたフレイル予防の推進，市民主体で介護予防に取り組んで
いる団体への講師の派遣や介護予防プログラムの提供等を行います。

地域介護予防活動支援事
業

フレイル予防に資する市民サポーターの養成，通いの場への運営支援，かしわフレイ
ル予防ポイント制度の拡充等を行います。

一般介護予防評価事業
高齢者一般調査（健康とくらしの調査）や介護保険データの活用により，時系列で成
果指標を検証します。

地域リハビリテーション活
動支援事業

地域サロンや通いの場，地域ケア会議等へのリハビリ専門職や管理栄養士などの医
療専門職の参加，プレフレイル状態の市民への医療専門職による相談支援等を行
います。

①介護予防・生活支援サービス事業

②一般介護予防事業
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事 業 事業の概要

介護給付費適正化事業

・介護給付適正化主要３事業
介護保険サービスが適正に提供されるよう，介護給付適正化主要３事業（要介護
（要支援）認定の適正な実施，ケアプラン点検及び住宅改修の点検/福祉用具購入・
貸与調査，縦覧点検及び医療費情報との突合）を実施します。

家族介護支援事業

・家族介護慰労金支給事業
介護保険サービスを利用していない，入院をしていない（通算７日以内の入院は除
く）要介護４または５の認定者を介護している家族に対する慰労金を支給します。

その他の事業

・成年後見制度利用支援事業
市申立てによる生活保護世帯等の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する
経費を負担します。成年被後見人等のうち，第三者を成年後見人等とする生活保
護世帯の高齢者及び市町村申立てによる低所得の高齢者に対し，成年後見人等へ
の報酬を支払うことが困難なかたへの助成を行います。
・住宅改修理由書作成補助事業
ケアマネジャーが決まっていない要支援・要介護者の住宅改修について，理由書作
成を行った居宅介護支援事業者に対する補助金を交付します。
・認知症サポーター等養成事業
認知症について正しい理解をもつ認知症のかたと家族への応援者を増やします。

（ ）任意事業

（ ）包括的支援事業

事 業 事業の概要

地域包括支援センターの
運営

地域における高齢者の相談窓口として，①総合相談支援，②介護予防ケアマネジメ
ント，③包括的・継続的ケアマネジメント支援，④権利擁護の各業務を実施するため，
日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置し，地域包括ケアシステムを推進
していきます。

在宅医療・介護連携の
推進

年度（平成２２年度）から，東京大学高齢社会総合研究機構やＵＲ都市機構，市
内医療・介護関係団体等との協議を開始し，在宅医療・介護多職種連携体制やルー
ルの構築に取り組み，２０１４年度（平成２６年度）には地域医療の推進と多職種連携
の拠点として「柏地域医療連携センター」を設置し，在宅医療推進体制のさらなる構
築に向けて取り組んできました。今後の主な取り組みとして，看取り対応等をはじめ
とする医療・介護職のスキルを高められる環境をつくることなどに取り組みます。

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業は，「地域づくり」とも言われる総合事業を効果的に実施する
ための取り組みであり，総合事業と連携しながら進めていく必要があります。

「地域支えあい推進協議会」では，本市における効果的な「支えあい活動」の支援体
制や推進策等の評価見直しについて検討・協議します。

コミュニティエリアでは生活支援コーディネーターとともに，高齢者のニーズとボラ
ンティア等の地域資源とのマッチングにより，多様な主体による生活支援を充実さ
せていきます。

認知症施策の推進

認知症のかたが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため，「かし
わ認知症オレンジ構想」に基づき，①普及啓発・本人発信支援，②予防，③医療・ケ
ア・介護サービス・介護者への支援，④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の
かたへの支援・社会参加支援の各種施策を推進していきます。

地域ケア会議推進事業
地域包括支援センターが主催する地域ケア会議を活用し，医療や介護の多職種が協
働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに，分析などを積み重ねることにより
地域の課題を把握し，解決に必要な取り組みや地域づくりにつなげていきます。





第９期柏市高齢者いきいきプラン２１
（柏市地域包括ケア計画）

年（令和６年）３月

発行：柏市高齢者支援課

〒 柏市柏五丁目 番１号
電話： （代表）







第
９
期
　
柏
市
高
齢
者
い
き
い
き
プ
ラ
ン
21
　
柏
市
地
域
包
括
ケ
ア
計
画


